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序

今

日
殆

ん
ど
世
界
各
國

に
於

て
共

同
海
損

の
精
算

に
際

し
代
換
費

用

の
原
則
が
容
認

せ
ら
れ
適

用
さ
れ

て
ゐ
る
が
、
此

の
原
則

は
其

の
始

め
英
國

の
實

際

の
生
ん
だ
も

の
で

一
八
七
〇
年
頃
英
國

の
海
損
精
算

人
協
會

が
始

め

て
探
用
し
た

の
で
歴
史

的
に
は
そ

れ
程
古

い
も

の
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
而
し

て
英
國

に
生
れ

た
此

の
原
則
は
聞
も
無
く
大
陸

に
輸
入
さ
れ

、
濁

乙
で
は

。。
段亀
く
。.
、

霞
①
9
民
①
囚
。
ω段窪

と
し

て

又
佛
蘭
西

で
は

象
需
蕊
①
。。
・・呂

・・簿
忌
窃

と
し
て
實
際

に
行

は
る

玉
に
至

つ
た

の
で
あ
る
。
海
運
並

び

に
海
上
保
瞼

に
於

て
大
膣
英
國

の
慣
習
を
採
り
入
れ
之

に
微

ら
ふ
我
國

で
は
も
と
よ
り
そ

の
例
外

と
な

る
べ
き
筈
は
な
く
、
海

上
運

迭
誰
券
及
び
海
上
保
瞼
誰
券

に

ヨ
ー
ク

・
ア

ン
ト
ワ
ー

プ
規
約
を
探
用

せ
る
今
日
、
代

換
費
用

の
原
則
も
亦
我
實
際

の
容
認

し
適
用
す

る
と
こ
ろ
で
あ

る
こ
と
は
贅
言

の
限
り

で
は
な

い
。

次

に
此

の
原
則

の
研
究
は

二
方
面
よ
り
行

ふ
こ
と
を
必
要
と
す

る
。
即

ち
、
第

一
に
は
此

の
原
則
は
英
法

的
起

源
を
有
す

る
も

事
實

は
國
際

的
慣
習

で
あ
る
。

從

つ
て
こ
れ

は

一
國

の
法

制
上

の
見
地
よ
り
見
る
べ
き
も

の
で
な
く
、

比
較
法
的
見
地
よ
り
槻
察

す

る
を
要
す

る
こ
と
。
第

二

に
は
此
れ
は
共
同
海
損

に
關
し

て
の
問
題

で
あ
り
、
從

つ
て
共
同
海
損

の
範

園
よ
り

一
歩
も
出

る
こ

と
を
許

さ
れ
得
な

い
と
言

ふ
こ
と
で
あ

る
。
以
下

こ
れ

等

の
窯

に
關

心
を
持
ち

つ
玉
、
此

の
原
則

に
就

て
論

じ

て

見

よ

う

と

思

ふ
。

共
同
海
損
に
於
け
る
代
換
費
用
の
研
究

五
〇
三



五
〇
四

、
國
際
規
定
と
し
て
の
代
換
費

用
の
沿
革

代

換
費
用

に
關
す

る
國
際
規

定

の
滑
革
を
辿
る

に
際

し

て
は
、
先

づ
共
同
海
損

一
般

に
野
す

る
國
際
的
統

一
運
動
を
省
み

つ
玉

之
を
行
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
・

共

同
海
損
規
定

に
關

し
そ

の
國
際
的
統

一
を
試

み
ん
と
し
た
運
動
は

一
八
六
〇
年

の
昔

に
遡
る
。

即
ち

一
八
五
七
年

ロ
ン
ド

ン

に
創
立

せ
ら
れ
た

る
英

國
肚
會
科
學
振
興
協
會

(弓
冨

Z
碧
凶o
昌
匙

》
ω。・o
o
富
二
〇
5
剛霞

昏
①

勺
δ
目
o
江
o
昌
o
剛
Q。
o
o
凶巴

ω
9
自
8
)
は

ロ
イ
ヅ

・
リ
バ
プ
ー

ル
保
瞼
者
協
會
共

の
他

の
渤

告

に
基

き
、
共
同
海
損
規

定
統

一
の
爲

に
グ

ラ

ス
ゴ
ー

に
會
議

を
招
集

し
た

の

で
あ
る
。
そ

の
會
議

に
於

て

「
グ
ラ

ス
ゴ
ー
決
議
」
(幻
8
。
一
鼠

。
昌

。
囲
Ω

舘
碧

霜
)
が
探
決

さ
れ

、
其

の
申

に
グ

ラ
ス
ゴ
ー
規
約
十

一
ケ
條

が
醗
現

せ
ら
れ

て
ゐ
た
が
、
此
等

の
規
定
を
未
だ
充
分
な
ら
す

と
な

し
更

に
進

ん

で
國
際
共

同
海
損
法
草
案
を
起

草

せ
ん

爲

に
國
際
委
員
會
が
任
命

せ
ら
れ
た
。
第

二
同
は

一
八
六
二
年

ロ
ン
ド

ン
に
開
催

さ
れ
た

の
で
あ
る
が
、
法
典

草
案

に
封
す

る

ロ

イ
ヅ

の
不
満
な
態
度
か
ら
共

同
海
損

に
關
す
る
討
論

を
行

は
す
し

て
、

一
八
六
四
年

ヨ
ー

ク
に
開
催

さ
れ
た
る
第

三
同

の
會
議

に

於

て
蝕

に

「
ヨ
ー
ク
規
約
」
(槻
。
時

因
三
。。。〉
十

一
ケ
條

を

探
決

し

た

の

で

あ

る
。
同
會
議
は
代
表
参
加
各
國
内

に
地
方

委
員
會

を
設
け
同
規
約

の
普
及
を
計

ら
し
め
た

の
で
あ
る
が
、
其

の
目
的
を
達
す

る
こ
と
な
く
し

て
爾
後

十
飴
年
を

経

過

し

た

の

で

あ

る
。
然

る
に

一
八
七
〇
年

に
至
リ

ヘ
ー
グ

に
開
催

さ
れ
た

る
國
際

法
修

正
編
纂
協
會

(〉
。。8
9
註

。
昌
♂
同
9
・
図
①
臣。
匿

碧

山
℃
。
争

窪
$
ρ6
昌
。
h
島
ゆ
い
騨
≦

。
{
Z
僧
θδ
蕊
)
の
第

三
次
年
會

に
於

て
此

の
問
題

に
封
す

る
注
意
を

喚
起
す
る

に
至
り
、
寛

に

一
八
七
七



年

ア

ン
ト
ワ
ー

プ
に
於

て
會
議
は
招
集

さ
れ

た

の
で
あ
る
。
此

の
會
議

に
於

て
は
、

ヨ
ー

ク
規
約
を
議
題

と
す

る
こ
と
に
關
し

て

は
英
法

を
掻
張
す
る
と

の
理
由

に
依
り
、

ロ
イ
ヅ
團
鰐
代
表
者

の
反
封

が
あ
ゆ
且

つ
共
同
海
損

の
魔

止
論
さ

へ
唱
ふ
る
に
至

つ
た

の
で
あ

る
が
、
大
勢

は
此
れ

に
反
封
し

て
依
然

ヨ
ー

ク
規
約
を
基
礎

と
し
幾
分

ロ
イ
ヅ

の
主
張
を
も
容
れ

て
之
を
修

正
し
十
ニ

ケ

條

よ
り
な

る
規

定
を

可
決
し
た

の
で
あ

る
。

こ
れ

を

「
ヨ
ー

ク

・
ア

ン
ト
ワ
ー

プ
規
約
」
(煮
。
時
出

三
謹

6

因
巳
①
。。)
と
一言
ふ
。
而

し

て
此

の
規
約
は
英
國
は

も
と
よ
り
其

の
殖
民

地
米
國
並
び

に
欧
洲
大
陸
諸
國

に
於
け
る
船
主

及
び
保
瞼
者
團
罷
並
び

に
殆
ん
ど

総

べ
て
の
大
商
業

團
禮

の
承
認

す

る

と

こ

ろ

と

な

り
、
そ
れ
ん
＼

運
迭
契
約
書

及
び
保
瞼
誰
券

に
は
共
同
海
損

の
精
算

は

ヨ
ー

ク

・
ア

ン
ト
ワ
ー

プ
規
約

に
擦
り
行

ふ
旨

の
條

項
を

包
含

せ
し

め
て
之
を
實
際

の
用

に
供
し
た

の
で
あ

る
。
其

の
後

十
年
闇

の
使

用

の
経

験

に
よ
り
、
此

の
規
約

は
日
進

月
歩

の
急
な

る
商
業

界

の
要
求

に
充
た
ざ

る
と
こ
ろ
あ
り
そ

の
修

正
を

必
要
と
す

る
こ
と

が
認
め
ら
れ

て
、

一
八
九

〇
年

リ
バ
プ
ー

ル
に
開

か
れ
た

る
國
際
法
修

正
編

纂
協
會

の
會
議

に
英
國
海
損
精
算

人
協

會

β
<
。雷
σQ
。

》
α
冒
脊

屋
、
〉
。。。・
8
巨
幽。
昌
)
の
改

正
草
案

の
提
出

に
依
り
、
會
議

は
之
を
論
議

批
評
し
て
そ

の
規
定

に
若

干

の
修

正
を
加

へ
且

つ
全

然
新
た
な

る
数

ケ
條
を
附
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
鼓

に
「
一
八
九
〇
年

の

ヨ
ー
ク
・
ア
ソ
ト
ワ
ー
プ
規
約
」
(く
。
汗
》

昌
薯

①弓

閑
幣

。・匂

μ
G。
⑩
O
)

十
八
ケ
條
が
作
成

せ
ら
れ

て
爾
後
全

世
界

に
探
用

さ
る

」
に
至

つ
た

の
で
あ

る
。

撮

て
從
來

の
規
約

に
は
未
だ
代
換
費
用

に
關
す

る
何
等

の
規
定
を
も
認
む
る
こ
と
が
出
來

な
か

つ
た

の
で
あ

る
が
、
此

の

一
八

九
〇
年

の
規
約

に
は
始

め

て
之
を
取
扱

つ
た

一
規
定
を
見
出
す

に
至

つ
た

の
で
あ
る
。

即
ち
同
規
約
第
十
條

ゆ

に
は
次

の
如
く
規

り

定

せ

ら

る

玉
に
至

つ
た

の
で
あ

る
。

共
同
海
慣

に
於
け
ろ
代
換
費
用
の
研
究

五
〇
五

1)英 佛 爾丈ん以 て正丈 とぜ られ てゐ る。



鴛

図

(畠
)

頃

婁

9

量

傷
興

斡
く
窒

σ・
。

げ
・

ぎ

.
9

娼
旦

。
H

暑

。
。

葺

≦
『
凶9

詫

す

只

9
a

$
げ
冨

8

器

冨

胃

冨
♪

。。
。

器

8

。
塁

げ
冨

冨

=

。

8

塁

8

昏

・

≦
ぽ

『

§

㈹
p

鑓
a

昼

ぎ

。
a

。
二

。

。・
碧

。

。
巻

窪

の①
。・
り
・
嘗

魯

ω
訂

ず

8

器

山

臣

窪

8

容

。・
。
§

。
昏

巽

弓
9
傍
曾

号

8

。
幽

器

鼠

H

g

爵
。

ぎ

婁

冨

ユ
。
p

。
=

げ
。

。
凝

:

H
思

。
喜

:

h

一再
団ω

け
§

の
喜

弓
。
山

ξ

避

。
9

①
目

・
葺

。
H

。
夢
。
『
鼠

・り
。

略
9

壽

昏

山
博
穿

昌

昏

。
舞

・
位

8

・・
;

{

…

。
=

睾

轟

ρ

呼
婁

喜

§

昌
g

巳

鍵

蓄

同含

αq
ち

g

量

。
{
叶ぴ
窪

(
弓

ε

け
冨

曽
筥
。
巷

叶
。
h
9

。
突

霞
蹄
。
巻

窪

q・①
。・
。。
薯

旦

、
ω冨

目

げ
。

¶
僧
鴇
陣
匡

①

げ
畷

窪

①

・り
。
く
①
H
慨

噂
曽
同
什
凶
。
・。

梓
。

臣

①

鏑
餌
く
。
昌
ρ
。
目
。

言

嘆

ε

。
三

8

ε

筈
き

讐
N
8

罠

塁

還

。
巻

窪

・・
窪

碧

・
畠
・

五
〇
六

牢

讐

園

(傷
)

。。
;

:

言

・

・
忌

鷲

象

・
曽
『
凶⑦

の。

け
『
。
`
〈
。
ユ
勲
昌
¢
二
口

弓
。
目
け

。
三

冨
二

。
ξ

『

①
或

け

喝
尋

一ρ
屋

§

三

℃
霧

崔

・
畠
2

6

H
Φ
鵠

器

嫡

脅

B

き

響

①

と

三

鷺

§

・
暮
【
・

傷
。

宕

霞

豊

貫

①

。・
8

<
。
嵩

鵬
・

碧

㊦
。

侍
。
§

。・
騨

B

お

駐

。
旨
植
。
ε

3

窪

く
器

α
・

詮

三

器

一8

傷
9

cD
コ
q・β

。
・

嘆

・
呂

2

・

》
騨
長

。・
。
凶氏

2

。

H
§

。
お

莞

憎
冒

?

ρ
舞

き

・
葺

6

。
昌

。
三

寄
二

山
・

尋

・
尋

冨

。
三

喜

吃
餅

§

宕

旨

9

駐

梓
冨

ユ
8

ω
。
一δ

牙

q
碧

ω
げ
。
乙

・
H

冨

。
9
お

鑓
ぎ

p

①
茸

。
昌

。
⊆

。
昌

弓
魯
円
呈

・D
口
H

目
昌

節
鶉
一吋
。

昌
・
ぐ
一同
。

。
二

畠
。
一騨

憎
伽
①
-

巻

a

鐸

自
・
8

葺

①
碧

g

日

溝
幕

同
p

窪

冨

H
亀

§

二

9
伽
曾

窪

・・
①

・。
ロ
召

蕾

。
昌
ρ
9
一
『①

島
。

。
。
・。

同
①
日
。
H
職

9
㈹
。
・
け
§

呂

。
目
自
①
目

。
。
け

g

踏

×
幕

象

β

3

山
、最

無

二
×
(冨

ρ
鶏

∩
8

2

『
H
・
昌
8

臼

.日
。
〒

雷

再

9

冨

山
9

窪

ω。

ω
ξ

巳

ゆ§

三

葺

①

伽
冨

お

幕

。
)堵
の
①
同
9

」霊

亨

丸

宕

冨

8

き・
二

・
ψ
穿

器

冒
叶伽
隠

・
。・乱

搦

野

・
昌
葺

。
"
弓
暑

。
〒

け
肖8

昌
巴

§

①
再

と

9

無

隠

昌
ω
①

。
×
賃
8

乙

囲§

冨

9

即
『
『q
幕

。
.



(
邦
識

)

損

害

ヲ
受

ケ

タ

ル
船

舶

ガ
共

ノ
積

荷

ノ
全

部

ヲ
運

途

シ
得

ル

ニ
足

ル
修

繕

ヲ
施

シ
得

ベ

キ
港

叉

ハ
地

ニ
ア
リ

且

ツ

費

用
節

約

ノ
爲

メ
共

ノ

地

ヨ
リ
他

ノ
修

繕

ノ
港

叉

ハ
地

二
若

シ
ク

ハ
共

ノ
仕
向

地

二
曳

船

セ
ラ

ル

・
力
或

ハ
積

荷

ノ
全

部

叉

ハ

一
部

ヲ
他

船

二
積

換

へ
叉

ハ
共

ノ
他

ノ
方

法

ニ
ヨ
リ
運

逡

セ

ラ

レ
タ

ル
場

合

ニ

ハ
共

ノ
曳

船
積

替

並

ヒ

ニ
運

邊

又

ハ
共

ノ
何

カ

ノ
爲

二
要

シ
タ

ル
飴

分

ノ
費

用

ハ

(
節

約

サ

レ
タ

ル
絵
分

ノ
費

用

ヲ
限

度

ト

シ
テ

)
節

約

サ

レ
タ

ル
異

常

ノ
費

用

ノ
割

合

二
鷹

ジ
且
ハノ
航

海

二
属

ス
ル
各

關

係

」者

ニ
ョ
リ
員

捲

セ
ラ

ル
ベ

キ

モ
ノ

ト

ス

斯

く

て

一
八

九

〇

年

の

ヨ
ー

ク

・
ア

ン
ト
ワ
ー

プ
規

約

は
曳

船

並

び

に
積

荷

の
積

替

再

逡

の
各

場

合

に
於

て
代

換
費

用

の
原

則

を

樹

立

し

た

の

で
あ

る

が
、

此

等

は

當
時
英

國

の
海

損

精
算

人
聞

に
行

は
れ

た

る
特

別

の
慣
習

で

あ

つ
た

の
で
あ

る
。

さ
れ

ば

此

の
原

則

の
表

題

を

し

て

。。
島

・・窪
暮

a

①
巷

窪
。・8

と

し

た

の
は

此

の
英

國

海

損
精

算

人
協

會

で
あ

る
。

一
九

一
〇

年

・

ン
ド

ン
に
開

か

れ

た

る
國

際

法

協

愈

の
會

議

に
於

て
,
英

の

U
。
朝
山
邑

氏

は

「
共

同

海

損

法

の
編

纂
」
(O
。
阜

幽凶8
ユ
。
旨

9

昏
・
い
9
霜

。
剛
O
①
昌
2
舘

〉
<
。
§
鴨

)
な

る

一
丈

を

讃

み

あ
げ

、
共

同
海

損

法
典

草

案

起

草
委

員

會

の
任
命

を

要

求

し

た

の

で
あ

る

。
之

に
基

い
て
作

成

さ
れ

た

る
草

案

(〉
<
碧
昌

箕
。
冒

)
は

一
九

一
三
年

マ
ド
リ

ッ
ド

に
開

か

れ

た

る
會

議

に
提

出

せ

ら
れ

て
假

決

議

さ

れ

、

一
九

一
四
年

へ
ー

グ

に
開

催

さ

る

べ
き

次

期
會

議

に
提

出

し

確

認

を

求

む

る

筈

の
と

こ

ろ

、
同

年

勃
獲

せ

る

世
界

大

戦

の
爲

會
議

の
開

催

を

不

可
能

な

ら

し
め

た

の

で
あ

る

が

、
此

の
草

案

は

U
雷
ま

一葺
自
§

けδ
昌
巴

O
。
山
。

菊
。一麟
口
轟

8

0
窪

舞
巴

》
く
自
茜

①
と
稻

せ

ら
れ

、

こ
れ

に
は

等

し
く

代

換
費

の
原
則

を

包
含

し

て
ゐ

た

の

で
あ

る
。

即

ち

そ

れ

に
よ

る

と

、

Q。
。
ρ

H
O

(。
)

臼
、冨

8
。。樽
o
略
鑓
曙

8

旨
茜

ρ

賃
魯
8
露
℃
目
。三

自

臨自

ミ
9
a
ぎ
σq

9
自。
茜
o
q・
。。冨
戸

9
津
2

牙
畠
琴
ユ
轟

魯
越

。
×
・

共
同
海
損

に
於
け
る
代
換
費
用
の
研
究

五
〇
七



五
〇
八

窟
蕊
①。・
o
乙
ぎ
碧
凶ぞ

幽湾
凶傷
①
葺
鑑

8

9
①
<
o
崔

じq
o
≦
露
o
ぴ

母
⑦
い
ミ

a

筈
霞
o
ぴ
ざ

げ
o

巴
一〇
ミ
a

♂
『
器

O
窪
巽
巴

諺
〈
①罠
鴨

8

鋤
昌

9
ヨ
〇
二
葺

嶺
o
唱
9
ユ
o
⇒
巴

8
℃
ぴ
⊆
け
昌
9

①
蓉
①&
ぎ
解

昏
o
憐
窪
o目箪

騨
く
o
轟
㈹
⑦

匪
o
器
げ
繁
ωミ

o
自
・

(
邦

課

)

総

ヘ
テ

ノ
曳

船

積

替

叉

ハ
運
迭

ノ
費

用

ハ
其

ノ
爲

二
節

約

サ

レ
タ

ル
通

常

ノ
航

海

費

用

ヲ
控

除

シ
タ

ル
後

節

約

セ

ラ

レ
タ

ル
共

同
海

損

額

二
相

當

ス
ル
金

額

迄

之

ヲ
超

過

セ
ザ

ル
限

リ
共

同
海

損

ト

シ
テ
容

認

セ
ラ

ル

・
モ
ノ
ト

ス

世

界
大

戦
後

依

然

と

し

て
共

同
海

損

規

定

の
改

正
並

び

に

一
般

原

則

制

定

に
關

す

る
國

際

法

協

會

の
活

動

は

績

け

ら

れ

た

の

で

あ

る
が

、

一
九

二

四
年

正
月

に
は
共

同
海

損

の
特

別

委

員

禽

を

招
集

し
同

℃
<

六
月

起

草

委

員
會

を
任

命

し

て
草

案

を

作

成

し
之

を
基

礎

と

し

て
同

九

月

ス
ト

ッ
ク

ホ

ル

ム
に
開

催

さ
れ

た

國
際

法

協

會

の
第

三

十

三

同

の
會

議

に

於

て
四

日
間

に

亘

る
審

議

の
結

果

、

蝕

に
新

規
約

を

可
決

し
之

を
探

揮

し

た

の

で
あ

る
。

即

ち

現
今

行

は

れ

て
ゐ

る

コ

九

二

四
年

ヨ
」

ク

・
ア

ン
ト

ワ
ー

プ
規

約

」
(団
自
『
〉
三
壽

弓

閑
巳
。
・・弘

⑩
博
忠

此

れ

で
あ

る
。

此

の
規

約

は
獲

表
後

杢

世
界

の
主

な

る

商
業

團
饅

よ
り

一
般

的

に
承

認

せ

ら
れ

た

の
で
あ

る

が

、
只

米

國

は
此

の
規

約

全

部

の
承

認

を
與

ふ

る

に
は

至

ら
な

か

つ
た

の

で
あ

る
。

扱

て
現
行

一
九

二

四
年

の
規

約

は

從
來

の
そ

れ

よ

り
も

更

に

一
歩

を
進

め

て
共

同

海

損

に
關

す

る

原

則
規

定

を
文

字

規

定

と

し

て
附

加

さ
れ

た

こ
と

で
あ

る
。

今

本
規

約

並

び

に
草
案

に
於

け

る
代

換
費

用

に
關

す

る
規

定
を

示

め

せ
ば

次

の
通

り

で
あ

る
。

草

案

閑
三
〇
国
.

〉
昌
団

o
×
θ冨

巽

需
昌
。・①
o
同
一〇
。・q・
言
2
員
ω
鮎

冒

ユ
碧
o
O
h
9
口
0
9
興

①
×
鴛

蕊
①
o
『
一〇
。・。・
毛
臣
07

≦
〇
三
畠

ゲ
櫛
く
①
ぴ
0
2

帥
二
〇
毛
菩
冨

器

㈹
o
昌
窪
』

碧

o
蜜
四
ρ

。・ず
僧障

げ
①
9
①ヨ
①
臼

8

げ
o
σq
窪
興
巴

麟
く
①轟
㈹
①

陣
ロ
山

。・
o

騨
=
o
毛
巴
噛
ぴ
9

0
三
団

二
℃

ε

島
o



鼻。
担
o
ロ
暮

o
h
魯
⑦
∞q
g
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冨
一.
9。
く
①
雷
αQ
ρ
①巻

Φ蕊
o
皇

一8
。。
騨
く
o
=
&
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(
邦

課

)

共

同

海

損

ト

シ
テ
認

メ
ラ

ル

〈
キ
他

ノ
費

用

又
パ

損
失

ノ
代

リ
』

生

ジ
ク

ル
籐

分

ノ
費

用

叉

ハ
損

失

バ
総

ヘ
テ
共

同
海

損

ト
見

倣

シ
此

ヲ
容

認

ス
ル

モ
ノ

ト

ス
但

シ
之

ニ
ヨ
リ

冤

レ
タ

ル
共

同

海

損

費

用

叉

ハ
損

失

ノ
額

ヲ

以

テ
限

度

ト

ス

然

る

に
此

の
草

案

に
封

し

て
、

二

三

の
代

表
者

特

に

国
霞

山
氏

は

此

の
規

定

で
は
共

同

海

損

を

故
意

に
損

張
す

る
も

の
で
あ
り

叉
其

の
中

の

「
損

失

」
な

る

語

は
濫

用

せ
ら

る

玉
虞

あ

る
を

述

べ
た

爲

,
會

議

は
意

見
交

換

の
結

果

同

氏

の
提

言

に
從

ひ
、
「
損

失

」

わ

な

る

語

を

削

除

す

る

こ

と

に

よ

つ

て

次

の
如

く

規

定

F

條

と

し

て

可

決

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

男
σ
じq
冨

国
●

「
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o
暮
①

畠
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0
昌
q・。
qD
ξ
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暮
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器
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ま
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共

同

海

損

ト

シ
テ

認

メ

ラ

ル

ベ

キ

他

ノ

費

用

ノ

代

リ

ニ
生

シ

タ

ル
籐

分

ノ

費

用

ハ
総

ヘ
テ

共

同

海

損

ト

ス
但

シ
之

ニ

ヨ
リ

冤

レ
タ

ル
共

同

海

損

費

用

ノ

額

ヲ

以

テ

限

度

ト

ス

叉

第

十

條

㈲

の

草

案

に

於

て

は

一
八

九

〇

年

の
奮

規

定

に

封

し

次

の

如

き

第

二

項

が
附

加

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

即

ち

、

≦

津
。
器

臣

・

雷

茜
。

自

"
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9
酋幽。
昌

。
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律

貯

略
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霜
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(
邦

課
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積

荷

ノ

全

部

叉

ハ

一
部

ガ

前

項

ノ

方

法

ニ

ヨ
リ

仕

向

地

二
邊

達

サ

レ
タ

ル
場

合

ハ
其

ノ

積

荷

ハ
逡

達

セ

ラ

レ

サ

ル

共

同
海
損

に
於
け

ろ
代
換
費

用
の
研
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五
〇
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五

一
〇

モ
ノ
ト

シ
テ
共

同

海

損

ヲ
分

憺

ス
ル
責

メ

ニ
任

ス

本

草

案

の
審

議

に
當

つ
て
は
相

當

の
議

論

が
圏

は

さ

れ

た

の
で
あ

る
。

即

ち

切
9αq
㈹
①

並

び

に

。。
冒
甑
び
龍

①

の
爾

氏

は
其

の
慶

止

を

叫

け

ん

で
曰
く

、

此

の
規

定

は
後

に
出

て
來

る
假

修

繕

に
關
す

る
第

十

四
條

と
同

様

軍

に
草

案

E
條

に
定

め

た

る
原

則

規

定

の

一
適

用

に
過

ぎ

ざ

る

も

の

で
あ

る

か

ら

、
代

換

費

用

に
關

す

る

原
則

規

定

を

定

め
た

る
上

か

ら

に
は

此

の
二

個

の
特

別

規

定

を

存

置

す

る

こ

と
は

非

論

理

的

で

あ

る

と
。

然

し
乍

ら
議

長

は

爾

氏

に
反
封

し

て
本

會

議

の
目

的

は

慣
習

に
よ

つ

て
制

定

さ

れ

商
業

批

會

に
慣

熟

せ

る

一
八
九

〇

年

の
規

定

を
出

來

る

丈
存

績

す

る

に
あ

り

、

↓
般

規

定

に
於

て
は
此

等

の
特

別
規

定

に
よ

り
律

し

得

ざ

る
場

合

に
適

用

せ

し

め

ん
と

す

る

の

で
あ

る

と
答

辮

し

て
、

結

局

草
案

E
條

の
原

則

の

一
適

用

例

に
過

ぎ

ざ

る
第

十

條

㈹

項

の

存

績

を
要

求

し

た

の

で
あ

る
。

叉

竃

8
Ω
轟
昌
口

氏

は

園
民

。
賦

氏

の
支

持

を

得

て
、
本

條

第

二
項

㊨
追

加

は

無

用

の
も

の
で
あ

り

、
本

項

に
よ

り
解

決

せ

ん
と

す

る

問

題

は
實

際

上

何
等

の
附

難

を

生
す

る

も

の

に
あ

ら
す

と

し

て
、
奮

規

定

に
何

等

の
修

正
を

施

さ

f
る
方

が
有

利

で
あ

る

と
な

し

、
本

項

の
創

除

を

要

求

し

た

の
で
あ

る
。

蝕

に
於

て
か
會

議
は

議

長

並

び

に

]≦
碧
Ω
蜀
昌
昌

氏

の
提

言

を
容

れ

て
草

案

の
追

加

條

項

を

倒

除

し

一
八
九

〇
年

の
規

定

を

そ

の
儘
探

用

し

た

の
で
あ

る
。

更

に

一
つ
代

換
費

用

に
關

す

る
規

定

と
し

て
は

假

修
繕

に
關

す

る

も

の
即

ち

之

で
あ

る
。

其

の
草

案

次

の
如

し
。
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ハ
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ハ
共
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ス
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シ
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二
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ノ
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ヲ
輩
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セ
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爲
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シ

タ
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ハ
其
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シ
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ニ
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ヲ

施

サ
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モ
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セ
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要

ス
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カ

リ

シ
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ツ

共

同

海

損

タ

リ

得

ル
費

用

ノ

節

約

額

ヲ

限

度

ト

シ
テ

共

同

海

損

ト

認

ム

ル

モ
ノ

ト

ス

共

同

海

損

ト

認

メ

ラ

ル

・
船

舶

ノ

假

修

繕

費

ヨ
リ

ハ

「
新

奮

交

換

」

二
封

ス

ル
控

除

ヲ
行

ハ
ザ

ル

モ
ノ

ト

ス

本

草

案

審

議

に
際

し

て

も

第

十

條

④

に

封

す

る

と

同

様

の
議

論

が

行

は

れ

。。
一乱

冨

幣

氏

の
創

除

論

あ

り

し

も

、

會

議

は

依

然

之

を

探

揮

し

た

の

で

あ

る

。

而

も

何

等

の
「修

正

を

も

施

す

こ

と

な

く

し

て

可

決

さ

れ

た

る

を

以

て

、

規

定

正

文

も

草

案

同

様

で

あ

る

。

今

英

正

丈

並

び

に

邦

課

文

を

省

略

し

、

蝕

に

は

佛

正

文

の

み

を

掲

げ

る

こ

と

玉
す

る

。

因
貫

冨

図
H
<
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伽
弓
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彗
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碧
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8
ヨ
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旨
ρ

斯
く

て

一
九

二
四
年

の
規
約

は
從
來

の
そ
れ

に
比
し
、
曳
船
費
積
替

運
途
費
並

び
に
他

の
途

達
方

法

に
依

る
費
用
を
代

換
費

用

と
し

て
認
む

る

の
外

、
更

に
假

修
繕

の

一
場
合
を

も
同
檬

に
代
換
費
用

と
す
る
特
別
規

定
を
設
け

た
る

の
み
な

ら
す

、
F
條

に
於

て
は
其

の
他

の
場
合

に
於

て
代
換
費

用
を
適
用
す
る
際

の

一
般
原
則
を
も
掲
ぐ

る
に
至

つ
た
事
は
注
目

に
債

ひ
す

る
も

の
と
言
は

ざ

る
を
得
す

。

一
嗣

、
代
換
費
用
に
關
す
る
法
律
並
び
に
習
慣

の

日

本



我
法
律
上
代
換
費
用
を
共

同
海
損

と
し
て
容
認
す

べ
き

や
否
や
に
就

て
は
特
別

の
規
定
を
有

せ
す

と
難
も
、
我
國
裁
判
所

の
見

解
は
之
を
肯
定

し
た
る
も

の
と
言

ふ
こ
と
が
出
來
る
。

今
此

の
問
題

に
關
す

る
判
決

と
し

て
四
國
丸
事
件

に
關
す

る
大

正
六
年
九

月
十
二
日

の
大
阪
控
訴
院

の
判
決
を
引

用
す

る
こ
と
が
出

來
る
。
こ
れ

は
紳

戸

の
中
村
商
會
所
有
船
四
國
丸
を
傭
船

せ
る
同
地

の

同
釜
合
資
會
杜

が
南
満

洲
鐡
道
會
枇
代
理
店
松
澤
洋
行

と
運
逡
契
約
を
締
結

し

て
、
同
杜
所
有

の
本
漢

湖
石
炭

一
四
五
〇
噸
を
大

正
二
年
十

一
月
支
那

の
螢

ロ
よ
り
我
國

の
若
松
港
迄
運
邊
す

る
途
申
、
渤
海
灘
内

に
て
暴
風
雨

に
遭
遇

し
損
害
を
蒙
り
航
行

不
能

に
陥

つ
た
爲

、
救
助
船

圓
島

丸
及
び
軍
艦
秋
津
洲

に
曳
船

せ
ら
れ

て
大
連
港

に
入
港

し

一
且
其

の
積
荷

を
陸
揚
げ
し
た

の
で
あ

る

が
、
四
國
丸

の
修
繕
完

了
を
侯

つ
て
航
海
を
縫
績
す

る
爲

に
は
、
修
繕

日
数

九
十
三

日
闇

の
船
員

の
給

食
料
積
荷

の
保
管

料
再
積

込
費
共

の
他
金
五
千
五
十
蝕
圓
也

の
共
同
海
損
費
用
を
要
す
る
を
以

て
、
之
を
節
約

せ
ん
が
爲

翌
年

の

一
月
積
荷
を
汽
船
扶
桑
丸

に
積
替

へ
仕
向
港

へ
運
迭

し
て
引
渡
し
た

の
で
あ
る
が
、
此
の
場
合

の
扶

桑
丸

の
蓮
迭
賃
即
ち

一
、

一
四
三
圓
九
二
鐘
を
共
同
海

損

と
し

て
、
他

の
共

同
海
損

と
共

に
耕
償
請
求
し
た

の
で
あ
る
。
此

の
判
決

に
於
て
曰
く

、
「
右
代

用
運
途
賃

一
、
一
四
三
圓
九
二

鏡
ば

畢
寛
被

控
訴
會
就

が
利
害
關
係
人

に
有

利

に
し

て
而

も
海
損
分
澹
者

の
爲

に
損
害
を
少
か
ら
し
む
る
目
的

を
以

て
、
前
記

の

共
同
海
損
た
る

べ
き
費
用
金
五
千
五
十
鯨
圓
を
節
約

し
た
る
費
用
な
る
を
以
て
固
よ
り
本
件

の
共
同
海
損
た
る

べ
き
費
用

と
言

ふ

に
妨

げ
な
き

の
み
な
ら
す

、
國
際
法
學
會
主
宰

の
下

に
制

定
せ
ら
れ
た
る
西

歴

一
八
九
〇
年

の

ヨ
ー

ク

・
ア

ン
ト
ワ
ー
プ
規
約
第

十
條
第

四
號
は
損
害

を
受

け
た
る
船
舶

が
費

用
を
節
約
す

る
爲
修
議

の
な

る
を
得
る
を
待

た
す

し
て
、
其

の
積
荷

の
全
部

叉
は

一

部
を
他
船

に
積
替

へ
之
を
運
逡

し
た
る
場
合

に
於

て
其

の
積

替
並
び

に
運
塗

に
要
し
た
る
費
用

は
節
約

せ
ら
れ
た
る
範
幽
内

に
限

共
同
海
韻
に
於
け
る
代
換
費
用
の
研
究

五

=
二



五

一
四

り
共

同
海
損
た

る

べ
き
費

用
と
見
徹

し
各
利
害
關
係

人

に
分

憺
す

る
旨
を
定
め
、
該
規
定

は
我
國

の
法

規

に
も
あ
ら
す
又
此

の
如

き
趣

旨

の
契
約

が
當
事
者
聞

に
締
結

せ
ら
れ
た

る
に
も
あ
ら
ざ
れ
ど
も
右
規
定

の
趣

旨
は
條

理

に
適
す

る
も

の
な
る

に
依
り
本
件

の
場

合

に
も
亦
此

の
規
定

の
趣

旨
と
同

一
判
断

に
出
す

る
を
相
當
と
認
む
、
依

つ
て
右
代

用
運
途
賃

一
、

一
四
三
圓
九
二
銭

が
本

コ

件
共
同
海
損

に
属

せ
す

と

の
控
訴
代

理
人

の
主
張
は
採

用
す

る
を
得
す
」

と
。

鼓

に
於

て
見
る

に
我
國

の
裁
判
所
は
、
代

換
費
用
を
共
同
海
損
と
見
徴

し
て
容
認

せ
る
は
條

理
上
當
然

と

し

た

る

も

の

に

し

て
、
亦
特

に
其

の
旨

の
特
約

の
必
要
を
も
認
め
す

し
て
之
を
容

認
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。

我
實
際

に
於
て
も
從
來
よ
り

一
八
九
〇
年

の

ヨ
ー

ク

・
ア

ン
ト

ワ
ー

プ
規
約
を
船
荷
誰
券
傭
船
契
約
書

に
挿
入
し

、
今

日
に
て

は

一
九

二
四
年

の
規
約

を
以

て
代

へ
ら
れ

て
ゐ
る
が
、
此

の
國
際
規
定

に
認
む
る
代

換
費
用

は
、
英

國

の
慣
習

の
我
國
實
際

に
探

用

せ
ら
れ

て
ゐ
る

の
と
同
様

に
、
其

の
原
則
を
承
認
し

て
ゐ
る
こ
と

に
於

て
は
何
等

の
疑

ひ
を
は
さ
む
飴
地

の
な

い
こ
と
は
既

に

一
言

せ
る
通

り
で
あ

る
o②

英

國

代
換
費
用

π
關

す
る
英
國
裁
判

所

の
見
解

は
、
同
國
學
者

の
常

に
引
用

せ
る
次

の
二
個

の
制
決
よ
り
之
を

知

る

こ

と

が

出

來

わ

る
。

即

ち
其

の

一
は

乏

慶

。
口

く
σ
頃
9
爵

9

≦

臼
9
剛勲

事

件

で
あ

る
。

本

事

件

に
於

て
は
補

助

機

關

を

備

へ
た

る

一
帆
船

が

メ

ル

ボ

ル

ン
よ

り
英

國

へ
の
航
行

中

氷

山

と
衝

突

し

て
リ

オ

・
ヂ

・
ジ

ヤ
ネ

イ

ロ
に
避

難

し

た

の
で
あ

る

。

同
港

に
於

け

る
本

修
繕
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費

は
多

額
の
共

同
海
損
費

用
を

要
す
る
が
爲
假
修
繕
を
施
し
、
同
港
及
び

フ
ア

ヤ
ー

ル
で
給
炭
を
受
け

て
補

助
機
關

に
よ
り
航

海

を

完
了
し
た

の
で
あ
る
。
蝕

に
於

て
船
主

は
共

の
假
修
繕
費
並

に
燃
料
炭
儂
を
代
換
費
用
と
し

て
請
求

し
た

の
で
あ
る
が
、
裁
判

所

は
船
長

が
斯

る
方
法
タ
探

る

こ
と
は
運

逡
契
約
上
當
然

の
義

務
を
履
行

し
た
に
過
ぎ
す
と
な
し
共

の
請
求
を
拒
否
し
た

の
で
あ

わ

る
。
叉
他

の

一
は

い
$

≦

。。
。
葺
冨
言

ζ
。・霞
碧
。
①
O
ρ

事
件

に
し

て
、
本
件

に
於

て
は
リ
バ
プ
ー

ル
向
け
椰
子
油
を
積
載

せ
る
船

舶

が
ウ

ヱ
ル
ズ
澹
岸
プ

ヘ
リ

に
て
坐
礁
し

て
其

の
積
荷
を
陸
揚

げ
し

て
更

に
之
を
鐵
道

に
依
り
仕
向

地
に
逡
達
し
た

の
で
あ

る
。

而
し

て
船
舶
は

カ
ー

ナ
ヴ

オ
オ

ン
に
曳
航

せ
ら
れ

て
修
繕

を
完

了
し

て
積
荷
を

塔
載
し
得

ら
る

玉
歌
態

と
な

つ
た

の
で
あ

る
。
此

の
場
合

運
賃
保
険
者

に
封
す
る
請
求

に
於

て
裁
判
所
は
、
保
瞼
者

は
鐵
道
蓮
賃
全
額

に
封

し
て
責
任
は
な

い
け
れ

ど
、
英

國
法

に

擦

れ
ば
運
賃

の
員
澹
と
な
る

べ
き
再
積
込
費
用

に
相

當
す
る
金

額

に
封

し
て
の
み
責

任
が
あ
る
と
判
決

し
た

の
で
あ
る
。

撮

て
此

の
二
個

の
判
決

に
就

て
見

る
に
、
後

者

に
於

て
は
直
接
共

同
海
損

に
關
す

る
も

の
で
は
な

い
が
、
其

の
根
底

に
於

て
代

換
費
用

の
原
則
を
承
認
し
た
る
も

の
と
見
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
他
人
よ
り
賠
償
を
受
け
得

べ
き
費
用

が
、
他

の
手
段

を
採

つ
た

が

爲

に
之
を
員
捲

せ
ざ
り
し
が
爲

に
、
更

に
特

に
費

用
を
出

し
た
る
と
き
は
其

の
費
用

に
樹
し

て
は
共

の
手
段
を

と
ら
ざ
り

せ
ば
要

の

す

べ
か

り
し

費

用

の
限
度

に
於

て
賠

償

を
受

け
得

る

と
言

ふ
鮎

に
於

て
此

の
原

則

の
承

認

を

示

め

し

て

ゐ

る
。
然

る

に
前

者

即

ち

≦
、出
、。
昌
く
.
閑
9
蒔

b
{
≦
。8
H
ド

事

件

に
於

て
は

、

此

の
原

則

を
承

認

し
た

も

の
と

は
言

ひ
得

な

い
の

で
あ

る
。

即

ち

全

判

決

に
於

け

る

国

碧
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事
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匡
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と
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さ
れ

ば

一
は

こ
れ

を
是

認

し

他

は

之

を

排

斥
す

る

が
如

く

、

代

換
費

用

に
關

す

る
英

國

法

律

上

の
見
解

は
確

固
.と

し

て
表

明

さ

恥

れ

て
は

ゐ
な

い
も

の

製
様

で
あ

る

。
然

し
乍

ら
慣

習

叉

は
協

定

忙
よ

り
之

に
關

す

る
法

律

上

の
見

解

を

更

改
す

る

こ
と

は
、

国

甲

畠
げ
霞

昌

判

事

の
言

へ
る
如

く

も

と

よ
り

可
能

な

事

で
あ
り

、
從

つ
て

O
。
姜

は

「
除

分

の
曳

船

料

の
如

き

斯

る
費

用

を

代
換

費

用

と

し

て
取

扱

は

ん

と

す

る
特

別

の
協

定

を
爲

す
事

が
慣

習

と
な

つ
た

の
で

あ

る
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つ
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の
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旨
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窪

o
穿

ξ

筈
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ψ島
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暮
凶雪

.."

之

を
要

す

る

に
、

英
國

に

て
は

代

換
費

用

の
原
則

は

慣
習

叉

は
協

定
を

以

て

の
み

承

認

し
得

る
も

の
と
な

し

た

の

で
あ

る
。

扱

て
然

ら

ば
代

換

費

用

に
關

す

る

英
國

慣

習

の
實

際

は
如

何

と
見

る

に
、
古

來

よ

り

慣

習

と

し

て
明

白

に
確

定

せ
る

一
つ

の
場

の

合

は
、
避
難
港

に
於
け
る
積
荷

の
貯
藏
船
と
し

て
磯
船

叉
は
艀
舟
を
使
用
し
た

る
場
合

に
關
す

る
も

の
で
あ
る
。
例

へ
ば

マ
ル
タ

島
共

の
他

に
於

て
は
、
滑
岸

の
倉
庫
使
用
料
が
甚

だ
高
額

で
あ
り
、
叉
は
容
易

に
倉
庫

に
塞
席
を
見
出

し
得
な
か

つ
た
場
合

に
之

を
被

覆
艀
舟
等

に
積
込
貯
藏
す

る
は
よ
り
容

易

で
あ
り
費

用
も
少
く

て
濟
ん
だ

の
で
あ

る
。
も
と
よ
り

一
般

に
は
没
岸

倉
庫

を
使

用
す

る
よ
り

も
艀
舟
を
使

用
す

る
方

が
高

債

で
は
あ
る
が
、
斯
く
す

る
こ
と

に
よ
り

て
多
額

の
陸
揚

再
積
込
費
用

を
節
約

し
得

る

ナ

の

　
リ

エ

こ
と
が
出

來
る

の
で
あ
る
。
英
法

に
て
は

一
八
七
七
年

の

》
耳

。
9

く
.
。。
毘

巽

事
件
迄
は
既

に
七

・
八
十
年

の
長

い
間

、
遜
難

港
入
港
は
犠
牲

の
結
果
た
る
と
軍
な
る
災
厄

の
結
果

た
る
に
論

な
く
其

の
入
港
費
用

及
び
荷
卸
費

用
は
共
同
海
損

と
し
て
認
め
ら

れ

、
倉
敷
料
は
積
荷

の
特
別
員

憺
と
し
再
積
込
費

用
は
出
港
費

用
と
共

に
蓮
賃

の
特
別
員
澹
と

せ
ら
れ

て
ゐ
た

の
で
あ
る
。
從

つ

て
積
荷

の
特
別
員
憺
た
る
倉
敷

料
と
し

て
の
艀
舟
使

用
料

は
、
澹
岸

に
於
け

る
入
港

の
爲

の
倉
敷

料
や
荷
卸
費
用
等

の
各

々
と
比

較

す
る
と
き
は
、
或

は
更

に
高

額
を
冤
れ
な

い
け
れ
ど
此
等

の
合

計

に
比
し
た
な
ら
ば
更

に
少
額

と
の
理
由

の
下

に
共
同
海
損
と

拗

し

て
取
扱

は
れ

、
積
荷
及
び
運
賃

に
分
憺

せ
し
む
る
慣
習

が
生
じ
た

の
で
あ

る
。
而
し

て
此

の
慣
習

は

一
八
七

一
年

に
設
立
さ
れ

た
海
損
精
算

人
協
會

の
取
扱
規

定
中

に
と
り
入
れ
ら
れ
、
更

に

一
八
七
七
年

に
至

つ
て
は
、
費

用
節
約

の
爲

に
行
は
れ
た
る
避
難

共
同
海
損
に
於
け
る
代
換
費
用
の
研
究

五
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七
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一
八

港
よ
り
の
曳
船
費
用
叉
は
積
荷
の
積
替
其
の
他

に
依
る
運
逡
費
用
及
び
積
荷
の
費
却
買
換

へ
諸
費
用
を
も
代
換
費
用
と
し
て
取
扱

ふ
こ
と
瓦
し
て
共
の
規
定
中
に
之
等
を
見
出
す
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
而
も
之
等
に
關
す
る
取
扱
規
定
は
今
日
に
於
て
も
依
然
守

諭

ら

れ

て

來

て

ゐ

る

の

で

あ

る

。
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9
①
三

ぎ

8

。・け
。
2

言

三

毒

・ξ

∋
g

一

(毛

8

二
・Φ

讐

。
呈

。
h
・
・
℃
・
軽

婁

・
餌
)
・巨

;

・
島
・
寄

餌

ぎ

署

℃
。
三

。
葺

δ

旨

弩

置

。
冨

ぞ

①
蕊
①
藷

・
。ξ

。
§

。・・首

g

8

一冨

・①
・
①
巨

召

三

①
コ

。

臼
①
・
穿

窪

舞
①
・

い
轟
9

∩Q
9
噌
㈹
O

oa
O
Hq

簿
け

曽

蜀
O
目
〔

O
h

閑

①
ひ
一げq
①
・

誤

・
二

ら

釜

三
℃

g

ぎ

こ

g

。
=

魯

びq
窪

け

薯
野

ヨ

ニ

・・
寒

。
昏

艶

2

。

尋

・
マ

ゴ

8

・・

3

舞

幕

冨

円
δ

婁

屯

9
』
二
一・

乙

δ
】・
。
爵

p

。
コ

喜

℃
。
善

:

;

盤

『

罰
=

。

8
塁

。
・
』

・
江

・

邑

・
・
8

・
…

書

・
霧

ρ

二
お

8
・
び・
。
℃
。
ξ

℃
。
三

。
:

h
賞

げ
ρ

三

}

二
拓

§

崔

け

。
=

ぎ

。
ぎ

・
置

。
評

包

:

農

p

。・。
鉦

・
=

冨

℃
g

。
=

・
h・
び・
・∵

ゴ
・
三

ず
巴

。
・・
び
図

置

巴

・
。
ぎ

冨

享

。
=

蚤

賢

。
:

藷

。

・。

琶

傷

(毛

梓。
臼
窪

暮

・
三

。
「
・
・
℃
窪

。
箋

&

・・げ
巴
;

:

三

α
・
己

・

署

℃
。
三
。
三

。

二
拓

…
<
同=
・・

。
州
・
×
℃
,



窪

・

9

窪

ξ

。
§

・・
同8

・
急

。

二
お

・・
器

邑

冒

膏

・

8

9

①

巴

く
①
三

・
目
①
w
℃
円
。
〈
箒

q

号

9
団
い

二
6

=

ゴ
①

9
目⇒
。
ロ
コ
;

。

含

く
5

。
餌

㏄
一冒
p
三

。

き

霧

・

。
・
。
・
・
貸

ぎ

§

け

。
=

善

。・
三

℃
§

・詳

9
・二

。
瓜

。
・
蓄

藍

轟

改

實

巴

δ

宣

{冨

麗

§

岳

・
αq

琶

①

。
州

g

凄

い
。
号

二
。
・
・

更

に
以

上
の
諸

項

に
關
す

る
取
扱

上
の
不
明
確
等

の
黙

に
.就

て
解
繹
な

一
定

す

る
爲

に
次

の
決
議

が
附
加

さ
さ
れ
れ
の

で
あ

る
。

・
凱
」

三
・
§

昏

:

h
二
・。
菱

・
§

℃
・
。
p謬

…
冨

一藁

&

竃

霧

・
・

日
麺

§

二
話

℃
暑

§

。
h

・
ぎ
馨

面

磐

団

巨

・・ぎ

・
愚
・
g

。
⇔

。
h
二
さ

§

・
藍

。
・:

・
巨

・
σ・

3

ぎ

碧

℃
。
洋
一。
彗

窪

。
;

信
ご
・二
〔§

伽

①
・
℃
霧

β

三̀

乙

・
・毎

・
餌

量

=

}・窒

巴

品

。
h
・
も

・
・
…

{ゴ
・
お
団:

器

忌

。
器
象

・
一
ぎ

[巴

ε

器

慧

轟

負

同・
含

。
二
。
=

。
コ

冨

豊

琶

豊

ξ

レ

・。
互

冨

9
・
。
・薯

.。・
蓄

鶴

き

臼

℃
§

ぎ

覇
植
陣h
竃

≧

喜

げ

蓉

薮

げ
…

び
§

ぎ

轟

2

・
二

冨

℃
。
誹

。
=

・
『謁

ρ

罵

藷

く
。ω
ω①
;

巴

げ
§

同§

一民

け蓬

ρ

琶

α
。
霧

・
。
二

・葺

・言

。・毫

。
・・
豊

。
。・
…

。
二

誉

霧

・
迩

・
。
ゴ
里

・
奮

・=

。
鴇

。
⊃

§

パ
。
f

9

日

⊆
垂

囎

自

拐

鐙

8

2

伽
簿
ヨ
品

。

ξ

山
ぎ

ご

「
びq
ぎ

ぴq
.

(3)

米

國

代
換
費

用

に
關
す

る
米
國
裁
判
所

の
見
解

は
、
或
場
合

に
は
之
を
認
む
る
が
如
く
思

は
る

」
も
、
原
則
的

に
は
大
盟

に
於
て
否

恥

定

せ
る
も

の
の
如
く
見
ゆ
る

の
で
あ
る
。

一
八
七
二
年

の

]≦
節
蔓

く
・
口
目
αq
σq
號
事
件

に

於

て
、
同
船
は
チ
リ
よ
リ

バ
ル
チ
モ
ア

間

の
航

海
申
悪

天
候

の
爲

に
損
害
を
蒙
む
リ

リ
オ

・
ヂ

・
ジ

ヤ
ネ

イ

ロ
に
避
難
し
た

の
で
あ
る
。
鑑
定
人

の
勘

め
に
よ
り
荷
物
四

五
百
噸
を
荷
卸
し

て
仕
向

地

へ
航
海
し
以
.て
遜
難
港

に
於

て
要
す

べ
き
修
繕

の
爲

の
荷
揚
倉
敷
共

の
他

の
莫
大
な

る
費
用

の
節
約

を
行

ふ
べ
し
と

の
事

に
て
、
三
百
噸

の
積
荷
を
他
船

に
積
替

へ
、
淺
荷
を
積

載

せ
る
儘

仕
向

地
に
到
達
し
た

の
で
あ
る
。
此

の
場

共
同
海
狽
に
於
け
る
代
換
費
用
の
研
究

、

.

五

一
九
、

13)Huggv.Balimore&CubaS・&M・Coり35Mn・414・



五
二
〇

合
裁
判
所

は
、
英

國

の

≦

酵

8

タ

守

昇

亀

≦
∩8
ユ
9
事

件

に
於
け
る

切
一霧
穿
霞
旨
判
事

の
、
「
吾
人
は
實
際

に
支
出

せ
る
費

用
は
現
實

に
獲

生
せ
る
事
實

に
擦
り
分
捲
す
べ
く
、
之

と
異
な
れ

る
方
法

が
探
用

せ
ら
れ

た
る
な

ら
ば
と

の
假

定

の
事
實

に
擦
り

分
推
す

べ
き
も

の
に
あ
ら
す
と
思
惟
す
」
と
言

へ
る
を
引
用
し

て
、
此

の
場
合

に
於

け
る
代
船
運
賃
は
共
同
海
損
と
な
す
を
得
す

運
賃

の
員
澹

た
る
も

の
で
あ
り
、
更

に
之
を
超
過

せ
る
部
分
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
を
積

荷

の
員
澹
…に
蹄
す

べ
き
も

の
と
し

て
之
を

均

拒
否
し
た

の
で
あ

る
。
更

に
亦

一
九

二

・
二
年

の

。自
ぴ
。
。
タ

9

繊
鵬
事
件

に
於

て
木
材
を
積
載

せ
る

一
船
舶
が
、

フ
ゴ

ル
ナ

ン

ジ
ヤ
か
ら

ブ
イ
ラ
デ

ル
フ
イ

ヤ
に
向

ふ
途
中
悪
天
候

の
爲
損
害
を
蒙
む
リ

チ
ヤ
ー

ル
ス
ト

ン
に
避
難
し

て
其
庭

か
ら
仕
向

地
迄
曳

船

さ
れ
た

の
で
あ
る
。
而

し
て
曳

船
の
手
配

は
固

よ
り
船
主
は
荷
主

に
封

し
何
等
相
談
す

る
こ
と
な
く
行
は
れ

た
。
此
場
合
米
國

地
方
法
院

は
、

チ
ヤ
ー

ル

ス
ト

ン
に
於
け
る
必
要
な

る
修
繕
は
不
可
能

で
あ
る
が
、
同

地
よ
り
九

十
哩
隔

り
た

る
サ
バ
ナ
ー

に
て

は
可
能

で
あ

る
こ
と
を
知

つ
た
。
そ
れ

で
裁
判
所
は
船
主

及
び
船
長
は
只
管

に
運
賃

の
爲

に
の
み
行
動

し
た
も

の
で
あ
り
、
且

つ

此

の
事
情

に
於

て
は
荷
主

に
相
談
す

べ
き

で
あ

つ
た
と
言

ふ
こ
と
が
誰
篠

だ

て
ら
れ
た

の
を
理
由

と

し
て
、
其

の
曳
船
料
は
共

同

海
損

に
あ
ら
す

と
判
決

し
た

の
で
あ
る
。
判
決

に
於
け
る

]≦
亀
訂
δ
8

判
事

の
次

の
言
は
注
目
に
債

ひ
す

る
も

の
と
言

ふ
こ
と

が
出
來

る
。
即
ち
、

.6
h
8
霞
ωρ

与
①
8
段

o
h
8
司
茜
①
{δ
8

0
冨
蔚

・・8
昌
ε

男
包

巴
oぢ
ず
壁

≦
。
巳
傷

昌
g

ぎ

頸
塁

①器
再

び
⑦
魯
㈹
窪
巽
巴

　

碧

①
冨

㈹
⑦

。
訂

お

ρ

。・
罠

9
一団

ψ
o

o
巴
訂
匹
"
げ
暮

ぎ

僧

只

ε

ΦH
∩
器
o

蹄

日

一讐

R

冨

≦
訂

二

。・

内

ぎ

毛
昌

麟
。。

.鈴

。・
呂

。・窪

昇
&

。
巷

聲

。・
。
.、

…

:
臼

竃

9

巳

窪

昌

房

巷

冨

器
昂
二
鴇

8

ミ
年
巳

穿

①

些

o
霜
き

8

0
{
讐

げ
巴

ε

g
畠

①
巻

窪

。・β

げ
葺

傍ぴ
⑦
の
昌

Uo
g

莞

巴

。。

0
9。
暮

{o
昌
匂・

14)18gFed.227;194Fed .678.



↓
旨

薄
ヨ
窪

戸

崔

昏

⑦

o
×
宮

一昌
『q

8

溢
象
瓜
o
昌

o
h
島

o
冨
自

H
自
o

き

傍
げ
集

o
<
o
昏

彗

騨
ω
島

。・け
評
耳
a

o
巷

①
蕊
o

誘

o
<
窪

帥
一δ
芝
陣
¢
o

ぎ

臓
窪

。
巨

碧

①
罠
σq
・

β
三
①
・・
ω
9。
一一
9

三

$

ぎ

言
需
器
。・梓

冨

く
。

串

曾

四
鴨

。
a

言

凶ρ

・…

:
国

。・口
3

僧

。。
凶ε

二。
け
幽。
昌

チ

。

一碧

評

。
幽

曽
塁

鑑
出
o
碁

8

8

ヨ
日
昌
三
$

付①

ヨ
鎚

誓
巴

貯

彗

凶昏

鴨

o
鎧
昌
告

{o
同
昏

o

凶三
興

窪

o
o

夢

碧

梓
げ
0

8

母

ω。

坦
2
§

二
団

言
冨

昌

≦
器

冒
門窪
号

山

8

鋤
"
<
9
昌
8

騨

罵

目
ユ
o
巳

母

ぎ
冨
冨
鴇
℃
節
目
傷

ロ
o
叶
島

①

討
器
器
無

o
{
摯。
=
㌔
、

此

れ

に

依

つ

て
見

れ

ば

、

米

國

に
於

て

も

英

國

に

於

け

る

と

同

様

當

事

者

間

に
特

別

の
協

定

を

爲

す

こ

と

に
依

つ

て

代

換

費

用

の

原

則

を

認

め

る

が

如

く

考

へ
ら

れ

る

の

で

あ

る

。

從

つ

て
實

際

に

於

で

は

通

常

利

害

關

係

者

間

に
特

約

を

設

け

、

代

換

費

用

と

し

て

の
曳

船

料

は

曳

船

の

方

法

を

探

用

せ

る

こ

と

に

よ

つ

て

、

各

自

の
節

約

せ

る

費

用

の

割

合

に
鷹

じ

、

其

れ

ん
＼

共

同

海

損

及

瑚

び
船
主

と
の
聞

に
分
憺

せ
し
め
る

こ
と

」
し

て
ゐ
る
の
で
あ

る
。

然

る
に

一
方

米
國

に
於

て
も
或
場
合

は
代
換
費
用
を
共

同
海

損
と
し

て
認

め
た

る
判
決

を
も
見

る
こ
と
が
出
來

る
の
で
あ
る
。

陶

即
ち

一
八
六
七
年

の

0
8
傷
≦
、凄
①
タ

ζ
6
0
舞
貯ξ

事
件

に
於

て
は
、

シ
カ
ゴ
向
け

の
木
材
を
積
載

せ
る
船
舶
が
衝
突

に
依
り

損
害
を
蒙
り

マ
ツ
キ
ノ
ー

に
曳
船

さ
れ
、
そ
こ

で
積
荷
を
陸
揚

げ
し

て
簡
軍
な

る
修
繕
…を
施

し

て
ミ
ル
ウ

オ
ー

キ
迄
曳

船
さ
れ
更

に
亦
之

よ
り
他
船

に
よ
り
仕
向
地
迄
曳
船

さ
れ

た
る
場
合
、

イ
リ

ノ
イ

ズ
大
審
院
は
其
曳
船
料
を
共
同
海
損
と
し

て
ゐ
る

の
で
あ

る
。
更

に
亦
修
繕

の
爲
積
荷
を
積

載
せ
る
儘
乾

ド
ッ
ク

に
入
渠
し
た
る
際

の
絵
分

の
入
渠
料
は
共

同
海
損

と
認
め
ら
れ
た
場
合
も

恥

あ

る
。

斯

る
歌

態
な
る
を
以

て
、
米
國

の
此

の
黙

に
關
す

る
法
律
は
未
だ
未
決
定

の
歌
態

に
あ
る
も

の
と
し
、
從

つ

て

此

れ

が

爲

に

共
同
海
損
に
於
け
る
代
換
費
用
め
研
究

五
一=

!5)

16)

17)

Congdon,OnGeneralAverage,2nded.,Ig23,p.126.

45.Ill.186.

Bowringv.Theband,18go,42Fed.,Rep.796.



五
二
二

「
代
換
方
法
を
探
用
す
る
以
前

に
利
害
關
係
者

の
承
認
を
得
る

こ
と
が
望

ま
し

い
の
で
あ
る
。
此

の
承
認
を
受
け
ざ

る
と
き
は
法

律

が
明
確
な
れ
ば
避
け
得

ら
る
べ
き
費

用
と
遅

延
を

屡

々
惹
起
す

る

原
因

と

な
る

の
で
あ

る
。
」

と
言
は
し
む
る

に
至

つ
た

の
で

鋤

あ
る
。

然

ら
ば
同
國

の
慣
習
は
何
う
か
、
法
律
と
異

り
其

の
原
則
を
認
め

て
ゐ
る
も

の
と
言

ふ
こ
と
が
出
來

る
。

そ
れ

は
殆

ん
ど
英
國

)

)

　

ゆ

　

リ
コ

の
慣
習
と
同
様
で
あ
る
。
即
ち
避
難
港
よ
り
仕
向
地
迄
の
曳
船
費
用
並
び
に
遜
難
港
に
於
け
る
積
荷
の
積
替
に
よ
る
代
船
運
逡
賃

)

)

ユ

コ
の

　

　

は
も
と
よ
り
、
更

に
修
繕
法

に
於

て
載

貨

の
儘

入
渠

せ
る
に
よ
り
鯨

分

の
入
渠
費
用
、
又
避
難
港

に
於

て
積

荷
保
護

の
爲

に
用

ふ

鋤

る
慶
船
叉
は
艀
舟
の
使
用
料
及
び
其
の
儘
之
を
仕
向
地
に
途
達
す
る
所
謂
艀
廻
途
の
諸
費
用
も
亦
代
換
費
用
と
し
て
認
め
ら
れ
る

恥

の
で
あ
る
。
外

に
亦
同
國

に
て
は
、
航
海
縫
績

の
爲

避
難
港

に
於
け
る
船
主

に
封

し

て
は

永
久
的
債
値

を

有

せ

ざ

る

假
修
繕
費

も
、
本
修

繕

の
高
債
な

る
場
合

か
叉
は
本
修
繕

の
不
能
な

る
場
合

に
は
、
慣
習

と
適
當

な
る
金

額

を
代

換
費
用

と
し

て
共

同
海
損

鋤

に
容
認
す

る

の
で
あ
る
。
英
國

で
は
斯
る
場
合

は
之
を
船
主

の
員
澹

と
す
る
慣
習

が
あ

る
。

④

濁

乙

稠

乙
商
法

に
於

て
は
代

換
費

用
に
關
し

て
ば
何
等

の
規

定
を
も
見
な

い
の
で
あ

る
が
、
裁
判
所

の
見
解
は
代

換
費

用
を
し

て
原

勤

則
的

に
共
同
海
損
と
し

て
認
む

る
が
如
く

で
あ
る
。
即
ち

一
八
八

一
年

の

ハ
ン
ザ
高
等
裁
判
所

の
判
決

に
は
、
「
其
れ

が
投
下

せ

ら
れ

る
と
せ
ば
共
同
海
損

と
な
さ
れ
得

る
費
用

が
、
共
れ
自
艘
共
同
海
損
と
し

て
認
め

ら
れ
ざ
る
費

用
を
支
出
す

る
こ
と
に
よ
り

18)Coe,1、awoftheU.S.
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て
節

約

さ

れ

た

る

限
り

に
於

て
、

そ
れ

を

以

て
代

換
的

に
支

出

せ
ら

れ
た

る
費

用

と

し

て
共

同
海

損

に
容

認

す

る

は
合

理
的

な

も

の
と
見

る

こ
と

が

出
來

る
L
(≦
、窪

ロ
き

"
。。。
霜
・
詳

囚
。
ω器
旨
鴇
毛
匹
9
ρ

ξ
窪
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ω
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お
匂。匂・。
姦
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を
o
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≦
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0
ぴ

》
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冷ミ
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①
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ず

三
〇
ゴ
斤
ぎ

国
碧
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凶①
びq
3
。・。・①
σq
ω
ま

憎①
P

冨

昌
5

臼
o
諺
亀
昌
僧
ず
日
o
傷
o
H
『
冒
需
目
①昌

巴
ω
雪
9
一く
①
同
q
o
冨
昌
岱

陣
⊆
叔
①
≦
o
昌
山
o
器
同
囚
o
ω需
昌

国
9
<
麟
臨
①
㈹
同
o
閉
o
㈹
o
Hooげ
珪
o
H
昌貫
δ
①
旨
oぼ
o
昌
①
p
)

と
構

す

る

こ
と

に
よ

つ
て
も

之

を

知

る

こ
と

が
出

來

る
。

「
抑

々
船

長

が
或

手

段

を

と

ら

ん

と
す

る
際

に

は

、
船

長

の
責

任

あ

る
判

断

に
基

き
之

を

決

行
す

る

も

の
で

あ

る
。

從

つ

て
特

別

の
理
由

か

ら
其

れ

自

膿

共

同

海

損

に
あ

ら
ざ

る
手

段

に
し

て
、
他

の
よ
り

多

額

の
費

用
を

要

す

る

而

も
共

同
海

損

と
な

る

べ
き
手

段

に
代

つ
て
之

を

行

ふ

こ

と

が
あ

る
。
斯

る
場

合

に
若

し
共

れ
自

膿

供

同
海

損

な

ら
ざ

る
費

用
を

共

同

海

損

と

し

て
取
扱

は

な

い

も

の

と
し

た

な

ら
ば

、
船

長

は

全

く
其

の
義

務

に

反
す

る
虞

置

を

と

る

に
至
り

、

そ

の
爲

に
費

用

の
よ

り

少
な

い
.最

も
其

の
場

に

適

せ

る
犠

牲

を

な
す

代

り

に
、

よ

り
費

用

の
大

な

る
不
経

濟
的

な
犠

牲
を

選

ぶ
こ

と

に
よ

つ
て
共

同

海

損

と

し

て

の
分

憺

を

な

さ

し

め

ん

と
す

る

に
至

る

で
あ

ら
う

こ

と

は
容

易

に
知

る

こ
と

が

出
來

る
。

蓋

し
斯

く
す

る

こ

と

に

よ
り

て
は

経

局

に
於

て
船

主

の

恥

利
釜
を
計

る
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
學
者

は
読
明
す

る
。
さ
れ
ば
法
律
上
假
令
之

に
關
す

る
規
定
を
欲
く
も

の
と
し
て
も

實
際

の
慣
習

は
斯

る
場
合

に
代

換
費
用
を
共
同
海
損
と
な
す
原
則
を
認
め

て
ゐ
る

の
で
あ

る
。
今
其

の
二
個

の
場
合
を
あ
ぐ
れ
ば

の

次

の
通
り

で
あ

廟
。
即
ち
共

の

一
は
曳
船
費

に
就

て
潤
あ

る
が
、
船

舶
が
避
難
港

に
入
港
し
共

の
共

同
海
損

た
る
損
害
を
修
繕
す

る

に
は
法
外

の
多
額

の
費
用
を
要
す

る

に
際
し

て
、
之
を
更

に
大
な

る
港

に
曳
船

し
た
る
場
合
共

の
曳
船

料
を

支
出
す

る
こ
と
に

共
同
海
損
に
於
け
る
代
換
費
用
の
研
究

五
二
三
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五
二
四

よ

つ
て
修
繕

港

に
於
け
る
修
繕
費

の
節

約
を

な
す
限
り
之
を
共
同
海
撮

と
認
む

る
も

の
で
あ
る
。
叉
他

の

一
つ
は
艀

舟
廻
逡

に
よ

る
も

の
で
あ

る
。
即
ち
現
存

の
危

瞼
か
ら
船
舶

及
び
積

荷
を

し
て
睨

せ
し
む
る
爲

に
、
其

の
積
荷
を
艀
舟

に
積

替

へ
以

て
仕
向

地

迄
之
を
運
途

せ
る
場
合

に
そ

の
艀
舟
廻
途

の
費
用

は
、
之

に
よ
り
冤
れ

た
る
積
荷

の
揚
卸
費

用
を
節

約
す

る
限
り
共

同
海
損
と
す

る
の
で
あ

る
。

次

に
避
難
港

に
於
け
る
船
舶

の
軍
猫
海
損

に
封
す

る
永

久
的
債

値
を
有

せ
ざ
る
假
修
繕
…費

に
就

て
f
あ
る
が
、
以
前
は
同
國
海

港

の
慣
習

と
し
々

共

の
費
用

が
共

同
海

損
費

用
を
節
約

せ
る
限
り
之
を
共

同
海
損

と
し

て
容

認
し

て
ゐ
た

の
で
あ

る
が
、

一
八
八

鋤

一
年

の

ハ

ソ

ザ

高

等

裁

判

所

の

判

決

に

よ

り

之

を

拒

否

せ

ら

る

玉

に

至

つ

た

の

で

あ

る

。

其

の

判

決

に

曰

く

、

..ミ

o
§

牙

ω
訂

一げ

一日

く
o
島

。
『q
⑦
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窪

蜀
国
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象
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切
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∩
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∩
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①
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Z
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≦
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㊦
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N
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㊦
冨
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幽昌
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U
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窪

鍵

{
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=

色
σq
窪

§

。・
津

穿

げ
碧

窪

く
o
房

$

巳

黄
o
昌

寄

窓

話

窪

さ

≦
①
一n
冨

象

①

い
α
。・
9

巷

臓

住
2

い
鱒
畠
=
轟

き

伶
≦
①
巳

一びq

『q
①
§

碧

夏

7
隅
暮
ρ

山
窪

ピ
巴

き

鵬
。・ぎ
9

器
。・。・
①
算

窪

臓
畠

窪

ま

。
H
風
浮

ぴ
段
a

黛

剛αq

鴨

冨

巳

⑦
犀

冨

く
窪

●二

と

o

鋤

然

し
乍
ら
斯

か
る
見
解

は
も
と
よ
り
合

理
的
な
も

の
と
は
言

ひ
得

な

い
こ
と
は

い
。
毛
乱

①。。
氏

の
指
摘

せ
る
通

り
で
あ

る
。
さ

れ
ば
實

際
に
於

て
は
此

の
趣

旨
は
必
し
も
守

ら
れ

て
は
ゐ
な

い
。
精
算
人
中

に
は

こ
の
假

修
繕
費
を
以

て
共

同
海
損

に
容

認
し

て

鋤

ゐ

る
者

が
あ

る

の
'で
あ

る
。

29)H・G.Z,IS81.222ff .Ulrich&BrUders,a.a.0.S.Io3.
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㈲

佛

蘭

西

鋤

剴
。
器
碧
魯

氏
は
次
・の
如
く
言

つ
て
ゐ
る
。
即
ち
、
「
よ
り
大
な

る
他

の
費

用

の
代

り
に
共

同

の
利
釜

の
爲

に
支
出
さ
れ
た
る
費

用
を
、

一
定

の
制
限

の
下

に

一
定

の
方

法

に
於
て
分
携
を
認
む
る
は
英
國
海
損
精
算
人
協
會

の

一
の
慣
習

で
あ
る
。
然

し
乍
ら
此

の
慣
習

は
英
法

に
特

有
な
も

の
で
は
な

い
。

(ζ
静

。
g
g

。8
巳
日
。

見
。・再
切
器

g
三
。島

鮮
・

舘

傷
a

梓
き

鵬
蕪
q・●)
。。
邑
。・簿
⊆
9
自

国
巻
窪
器

は

。。
け亀
く
①
葺

。
冨
民
。
国
。
。。冨
ロ

の
名

の
下

に
、
猫
乙

に
於

て
も
そ
れ
自

艦
共

同
海
損
を
構
成
す

る
よ
り
多
額

の
費
用

に

代

り

て
之

が
支
出
さ
れ
た
る
以
上
は
分
澹

を
な

さ
し

め
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
佛
蘭
西
自
饅

に
於

て
も
之

に
關

し
て
は
何
等
異
る
と

こ
ろ
が
な

い
。
(国
昌
津

碧
8

ヨ
伽
ヨ
P

臨

昌
、窪

。
箸

冨
ω
き
賃
o
日
①
葺
.)
我
法
律

が
共
同
海
損

の
基
礎

と
し

て
共

同
安
全

の
意
思
を

要
求

し
て
ゐ
る
と
言

ふ
か
ら
に
は
、

一
度
最
初

の
犠

牲
が
行

は
れ
た
な

ら
ば
、
船
長

の
探

る
総

べ
て
の
手
段

は
共

の
犠

牲
の
結

果

と
し
て
分
澹
を
生

ぜ
し
む
る
も

の
で
あ
る
。
而
し

て
船

長
は
彼

の
と
り
得

べ
き
手
段

の
中
、
最

も
費

用

の
要
せ
ざ
る
も

の
を
選
ば

ね
ば
な
ら
ぬ
。
斯
く
し

て
彼
は
そ

の
船
舶

を
避
難

港

に
於

て
修
繕

せ
し
む
る
こ
と
を
固
守
す

べ
き

で
は
な

い
。

さ
れ
ば
此

の
場
合

航
海
團
艦

の
爲

に

一
定

の
利
釜
が
あ
る
な
ら
ば
、
之
を
修
繕

し
得

る
他

の
港

に
曳
航

せ
し
む

べ
き

で
あ
る
。
結

局
彼

の
義
務
は
航

海
團
艦

の
利
釜

の
爲

に
よ
り
好
く
行
動
す

べ
き

で
あ
る
。
從

つ
て
連
績

せ
る

一
の
共
同
海
損

に
於

て
、
或
費
用

が
即
ち
積

荷

の
代

船
運
迭
船
舶

の
他
港

へ
の
曳
船
費
用
が
他

の
即

ち
倉
入
並
び

に
現
場
修

繕

の
代
り

に
支
出
さ
れ
た
る
場
合

に
此

の
費

用
は
共
自
身

共

同
海
損

で
あ
る
。
さ
れ

ば

こ
れ
は
共

同
海

損
費
用

の
代

り
に
支
出
さ
れ
た
と
言
ふ
よ
り
も
、
そ
れ
自
髄
共

同
海
損
を
構
成
す

る

共
同
海
損
に
於
け
ろ
代
換
費
用
の
研
究

五
二
五

32)]Bousquet,

327--8.
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五
二
六

も

の
で
あ

る
。
」

と
o

此
れ

に
よ
り
て
見
れ
ば
、
佛

蘭
西

の
慣
習
も
代
換
費

用
を
共

同
海

損
と
し
て
容
認
す
る
黙

に
於

て
は
他
國
と
何
等
異
な

る
と
こ

ろ

が
な

い
様
で
あ

る
。
然
し
乍
ら
代

換
費
用
は
よ
り
多
額

の
共
同
海
損
費
用

に
代
り

て
支
出
さ
れ
た

る

の
故
を
以

て
、
共

同
海

損

と

し
て
取
扱

ふ
と
す

る
も

の
で
な

く
、
代

換
費
用
そ
れ
自
盟
が
共

同
海
損

の
性
質
を
有
す

る
も

の
と
し
て
分
澹
し

て
ゐ
た

の
で
あ

る
。
從

つ
て
同
國

の
法
律

に
於

て
も
、
今
日
迄

代
換
費

用
と
し
て
問
題
と
な
る

べ
き
場
合

に
於

て
は
出
來

る
丈
代

換
原
則

の
適
用

を

さ
け

て
、
他

の

一
般
概
念
即
ち
不
當
利
得

(一》①
δ
↓
団q顔
7
一ωω
O
昌日①
昌
け
qo9
昌
ψ
∩僧
口
ω①
)
と
言

ふ
が
如
き
も

の
を
以

て
解
決

せ
ん
と
し
た

の

で
あ
る
。
然

し
乍

ら
今

日
に
て
は
最
早
や
斯

る
歌
態

に
あ

る
を
許

さ
す

、
此

の
原
則
を
容
認
す
る
か
叉
は
そ

の
適
用
を
許

否
す
る

、

ノ

)

ヨ

モ

ゆむ

お

か
、
此
れ
を
直

接
明
確

に
す

る

こ
と
を
冤
れ
得
ざ
る
事
態

に
立
ち
至

つ
た

の
で
あ

る
。

一
九
三

二
年

の

〕≦
a
鍵

號

事
件
は
蝕

に

鋤

始

め
て
裁
判
上

に
於

て
代
換
費

用

の
原
則

に
燭
れ

て
來
た
も

の
と
言
は
れ

て
ゐ
る
。
同
事
件

に
於

て
は

竃
融
鯉

號

が

ル
ア

ン
か

ら

ア
ル
ゼ
ー

ル
に
伺

ふ
途
申
、
海

申

の
物
艦

に
衝
突
し

て
大
損
害
を
蒙
リ

コ
ロ
ー

ン
ヌ
に
攣
針

せ
ざ
る
を
得
な
く
な

つ
た

の
で
あ

る
。
然

し
乍
ら
同
港

に
於
て
修
繕

を
完
成

す

る
が
爲

に
は
、
著
し
き
共

同
海
損
費
用
を
要
す
る
が
、
爲

に
船
長
は
同
港

に
於

て
假

修
繕
を
施

し
仕
向
港

に
向

つ
た

の
で
あ

る
。
此

の
場
合

コ
ロ
ー

ン
ヌ
に
於
け

る
假
修
繕
費

は
軍
猫
海
損
た

る
事
故

の
結
果

と
し
て

行

は
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
其

の
性
質
上
同
様
軍
猫
海

損
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
此

の
事

件
に
於

て
任
命

さ
れ
た
精
算
人

は
、
關

係
者

の
同
意
を
得

て

ヨ
ー

ク

・
ア

ン
ト
ワ
ー
プ
規
定
第

一
四
條

の
規
定

に
從

ひ
、
共

同
海
損
と
し
て
容
認

せ
ら
る

べ
き
費
用
を
廻

避

せ
ん
爲

の
も

の
な

る
を
以

て
此
れ
を
代
換
費

用
と
な
し

,
共

同
海
損
と
し
て
容

認
し
た

の
で
あ

る
。

33)

34)

35)
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次

に
亦

此

の
代

換

費

用

の
原
則

を

法

律

上

認

め

ん

と
し

た

の
は
、

一
九

二
九

年

の
商

法

改

正
案

で
あ

る
。

同
案

の
第

三

五

四
條

に
は

次

の
如

く

規

定

し

た

の
で
あ

る
。

即

ち

、

↓
。
昌
⑦
傷
9
①蕊
ρ

臼

巴
一①
ρ
昌
.窪

ω
。
搾

一節
塁

言
蕾

㌔

守

。ε
。
窪

ω昌

ω簿
長

。
ロ

傷
ゴ
旨
①
碧

自
①

傷
な
弩
。・①
ρ
三

鎚

『2
津

。
昌

一満

8
話
9
窪
①
兜
奨
掌。
幕

8

日
日
二
口
ρ

8
け
急
昭

器
⑦

①
　
①
ヨ
⑪
ヨ
⑦
碧

母
冨

8
ヨ
ヨ
毒

ρ

目
9
凶・。
。。窪
ぽ
日
窪
二

⊆
・。自

、レ

8
昌
。霞
器
昌
8

含

目
o
昌
冨
a

匹
o
冨

伽
9
目

ω0

9
昌
。・凶
伽q
寡

o
・

(
共

同
海

損

ノ
性

質

ヲ
有

ス

ヘ
キ
他

ノ
費

用

二
代

リ

テ

支
出

サ

レ
タ

ル
総

ヘ
テ

ノ
費

用

ハ
、
其

ノ
費

用

ノ
性

質

如

何

二
拘

バ
ラ

ス
、
共

自

身

共

同
海

損

ト

シ
テ
容

認

ス
ル

モ
ノ

ト

ス
、
但

シ
此

レ
カ
爲

二
支

出

ヲ
免

レ
タ

ル
費

用

ノ
額

ヲ
越

ユ
ル

コ
ト

ヲ
得

ス
)

然

し

乍

ら
此

の
規

定

は

未

だ
法

律

と
な

つ
て
現

は
れ

て
は
來

な

い
の
で
あ

る

が

、
何

れ

商

法

改

正

に
あ

た

つ
て
は
實

現

せ

ら

る

べ
き

も

の
と
思

は
れ

る

の
で
あ

る
。

而

し

て
亦

此

の
改

正

案

は

一
九

一
九

年

の

モ

ロ
ッ

コ
商

法

第

三

一
五

條

と

し

て
同

法

に
規

定

せ
ら

る

玉
に
至

つ
た

の
で
あ

る
。

⑥

其

の

他

の

國

其

の
他

の
諸

國
に
就
て
見

る
に
、
先
づ

ス
ウ

ヱ
デ

ン
は

一
八
九

一
年

の
海
法
第

一
八

八
條

七
號

に
於
て
は
代

換
費

用

に
關

し
次

の
如
く
規
定
し

て
ゐ
る
。
即

ち

、

「
遜
難
港

二
於

テ
共

同
海

損
ト

シ
テ
容

認

セ
ラ

レ
ザ

ル
損
害

ノ
假
修
繕

ヲ
行

ヒ
タ
ル
ト
キ
其

ノ
費

用

ハ
此
ノ
手
段

ニ
ヨ
ラ
ザ
ル

共
同
海
撹
に
於
け
ろ
代
換
費
用
の
研
究

五
二
七



五
二
八

ト

キ

ハ
要

ス
ベ

カ
リ

シ
且

ツ
共

同

海

損

ト

シ
テ
容

認

セ
ラ

ル

・
他

ノ
費

用

ヲ
節

約

シ
得

タ

ル

ト

キ

ハ
之

ヲ
共

同

海
損

ト

シ
テ
賠

鋤

償

セ
ラ
ル

、
モ
ノ
ト

ス
L

と
あ
り
。

こ
れ

に
よ

つ
て
見
れ
ば
、
同
國

の
法
律
上

は
明
確

に
代
換
費

用

の
原
則
を
容
認

せ
る
も

の
で
あ
り
、
同
時

に
こ
れ
と
同
様
な
場

合

に
於

て
は
、
之
を
共
同
海
損
と
認
む
る
と
こ
ろ

の
基
礎
を
提
供
し
た
る
も

の
と
言

ひ
得

る
。
然

る
に
同
國

の
實
際

は
此

の
原
則

め

適

用

に
際

し

て
は
深
甚

の
注
意
を
彿

ひ

つ
玉
あ
る
と

の
事

で
あ
る
。

ノ
ー

ル
ウ

ヱ
ー
並

び
に
デ

ン

マ
ル
ク

に
於

て
も
そ
れ
/

、

一
八
九

三
年
及

び

一
八
九
二
年

の
海
法

に
於

て
、
此

の
原
則
を

承
認

ゆ

し

て
ゐ
る
が
其

の
規
定
は
前
記

ス

ヱ
ー
デ

ン
法

の
規
定
す

る
と
こ
ろ
と
殆
ん
ど
異
る
と
こ
ろ
が
な

い
の
で
あ
都
。

伊

太
利

に
於
て
は
商
法
上
特

別

の
規
定
を
見
出

さ
な

い
け
れ

ど
、
同
國

の
實
際

は

ピ
。
妻
巳

8

氏

の
読
明
す

る
と
こ
ろ

に
よ
る

"
と

輩

猫
海
損

の
假
修
繕
費
は
船

舶
が
之

を
行

は
ざ

る
と
き
は
、
航
海

の
纏
績
不

可
能

で
あ
り
且

つ
其

の
場
合
本
修
繕
が
不
可
能

な

る
か
叉
は
其

の
爲

に
長
期
聞
を
要
し
反

つ
て
航
海

の
利

釜
を
害
す
る
が
如

き
場
合

に
は
之
を
共

同
海
損

と
認
む

る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
其

の
場
合
は
之

が
爲

に
本
修
繕

を
行

ふ
際

に
節
約

さ
れ
得

る
費

用

の
額
を
差
引
く
も

の
と
し

て
ゐ
る
。

和
蘭

に
於
て
は
.
法
律
上
假
修
繕

は
之
を
共

同
海
損

と
認
む

る
こ
と
な
く
且

つ
代

換
費
用

に
關

し
て
は
何

等

の
規

定
も
無

い
と

拗

の
事

で
あ

る
が
」
實
際

に
て
は
共
同
海
損
費

用
を
節
約
す

る
爲

の
假
修
繕
費

用
は
共

同
海
損

と
し

て
容
認

せ
ら
る

」
と

の
こ
と
で

鋤

あ

る
。

ヱ
ス
パ

ニ
ア
に
於

て
は
、
商
法
第

八
二

一
條
は
避
難
港
入
港

は
常

に
船

主
側

の
員
憺

と
規
定
し

て
ゐ
る
が
、
實
際

に
於

て
は
避

36)

37)
38)

39)
40)
41)

IlandelsgesetzbuchdesErdl)ahls中 の 濁i澤 蕊vJ更 に 英 佛 課 な 峯 照 し て 諜 出
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Lowndes,ibid.,p.612,

Lowndes,ibid.,P.586.
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難
港
入
港
が
共
同
海
損
犠
牲
の
結
某
絵
儀
な
く
さ
れ
た
と
き
は
、

拗

こ

ろ

で
は

な

い

の

で
あ

る
。

之
を
共
同
海
損
と
認
め
て
ゐ
る
が
、
固

よ
り
法

の
承

認
す

る
と

一昌
、
代
換
費
用

の
本
質

既

に
述

べ
た
る
が
如
く

、
代
換
費
用

は
共
同
海
損
た
る

べ
き
費

用
に
代

り
て
皮
出

さ
れ
た
る
絵
分

の
費
用

な
る
こ
と
は

一
般

に

認
め
ら
れ

た
と
こ
ろ
で
あ

り
、
從

つ
て
亦
國
際
規

定
と
し

て
の

一
九

二
四
年

の

ヨ
ー
ク

・
ア

ン
ト
ワ
ー
プ
規
約
F
條

の
規
定
す
る

と

こ
ろ

で
あ
る
。

さ
れ
ば

こ

の
黙
よ
り
見
れ

ば
代

換
費
用
は
其
れ
自
身
本
質
的

に
は
共
同
海

損

で
は
な

い
の
で
あ

る
。

抑

々
費

用
が
共
同
海
損

と
し
て
各
種

利
釜

の
問

に
分
憺
賠
償

せ
ら
る

曳
爲

に
は
、
共
同
安
杢

の
爲

に
故
意
且

つ
合
理
的
な
手
段

が
講

ぜ
ら
れ

、
そ
れ
が
爲

に
支
出
さ
れ

た
る
異
常

の
性
質
を
有
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
亦
同
時

に
斯

る
手
段
即
ち
共
同

海
損
行
爲
の
直
接
の
結
果
と
し
て
支
出
さ
れ
た
る
費
用
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
勉

然
る
に
代
舞

用
は
そ
れ
自
身

共
同
海
損

で
は
な

い
の
で
あ

る
か
ら
、
共

同
海
損

と
し

て
の
右

に
述

べ
た
要
件

に
於

て
鋏
く

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

さ
れ

ば
本
項

に

於

て
は
代
換
費

用

の
本
質

は
何

で
あ
る
か
、
從

つ
て
如
何

な
る
要
件
を
具
備

せ
る
も

の
が
代
換
費

用
と
し
て
取
扱
は

る

玉
か
。
更

に
亦
本

質
上
共

同
海
損
た
ら
ざ

る
代
換
費
用

が
何
故

に
共

同
海

損
と
見
微

し

て
各
種
利
釜

の
間

に
分
憺
賠
償

せ
ら
る

製
か
を
明

か

に
し

て
見
度

い
と
思

ふ
の
で
あ

る
。

共
同
海
旗
に
於
け
る
代
換
費
用
の
研
究

五
二
九

42)
1)

2)
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①

代
換
費
用
存
在
の
理
由

五
三
〇

船
舶
が
共

同
海
損
行
爲

の
結
果
航
海
團
艦

の
共

同
安
全

を
求
め

て
遜
難
港

に
入
津
し
た
る
場
合

、
其

の
避
難
港

に
於
け
る
諸
費

用
即
ち
入
港
費
荷
卸
費
陸
揚
費
積
荷

の
倉
敷

料
再
積
込
費
出
港
費

等

に
關

し
、
共
同
海
損
と
し

て
取
扱
ふ
は
往
時

の
英

國

の
慣
習

は
別
と
し

て
今

日
に
於

て
は
何
人
と
難
も
之
を
疑
ぴ
否
定
す

る
も

の
は
な

い
。
然

る
に
輩
猫
海
損

に
よ
り
損
害
を
受
け
た
る
船
舶

が
同
じ
く
共

同
安
全

の
爲

に
避
難
港

に
入
津

せ
る
場
合

に
は
、
其

の
要
す
る
避
難
港
諸
費
用

に
就

て
は
或

ひ
は
其

の
費
用

の

一
切

は
軍
猫
海
損

に
基

く
も

の
な
れ

ば
総

べ
て
こ
れ
等
を

一
つ
の
蓮
績

せ
る
軍
蜀
海
損
な
り
と
し

て
船
主

の
員
憺
た
る

べ
き
も

の
と
な

す

U
⑦。・冒

集
蕊

筆
少
数

の
者
を
除

き
、
今

日
に
て
は
入
港
費
荷
卸

費
を
共

同
海
損

と
し
そ

の
後

の
諸
費

用
は
各
自
輩

猫
利
釜

の
員

澹

と
す
る
英
國

の
探
る
主
義

と
、
一
切

の
諸
費

用
を
共

同
海
損

と
認
め
る
共

の
他
諸
國
並
び

に

ヨ
ー

ク
・
ア

ン
ト
ワ
ー

プ
規
約

の
採

る
主
義

と
に
匹
別
す

る
こ
と
が
出
來

る
。
抑

々
か

製
る
旺
別

の
存
す
る
は
、
避
難
港
入
津

た

る
共

同
海
損
行
爲

の
爾
後

手
段

を
何

れ

の
勲
迄
共

同
海

損
ま
し

て
認
む

る
や
否

や
に
關
す
る
も

の
で
、
そ

の
認
む
る
主
義

の
相
異
な

る
に
よ
る
。
共
同
海
損
行
爲

の
爾

後

手
段

周
。
一鴨
冨

巳
ゴ
旨
㈹

の
限
界
を
共

同
安
全

の
獲

得

に
置

く
主
義

(∩
。
ヨ
ヨ
8

。Q
捧

蔓

昏
8
蔓
)
と
、
更

に
之
を
損
張
し

て
共

わ

同
企
業

の
停

止
迄
行
く
主
義

(O
。
ヨ
ヨ
呂

げ
窪
窪

穿
8
巳

と
其

の
折
衷
主
義

(○
焦
2
。・団
ω器
日
)
と
に
亙
別

せ
ば
、
英

國
は
從
來
よ

り

の
共

同
安
全
主
義

の
立
場

か
ら
其

の
他

は
亦
其

の
他

の
主
義

の
立
場
か
ら
斯

る
取
扱
上

の
匝
別
を
來
た

し
た

の
で
あ
る
。

扱

て
船
舶
が
避
難
港

に
於
て
荷
卸
陸
揚
保
管
再
積
込

の
諸

手
段
を
と
り
以

て
船
舶

の
修
繕
を
行

ひ
固
有

の
堪
航
能
力
を

同
復

せ

3)Haralambidis,Descaractさresdistinctifsdesavariescommunes,

P・241・

4)Heck.DasRechtderGrossenHaverei,188g,S.IIg.
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し

め
安
杢

に
初
期

の
航
海

を
完
成

せ
し
め
ん
と
す

る
代
り

に
、
他

の
手
段

即
ち
假
修
繕
を
施
し
叉
は
曳

船

に
よ
り
積
荷

を
仕
向

地

に
迄
運
途
し
或

ひ
は
代
船

運
逡
叉

は
陸

上
運
途

に
よ
り

て
仕
向

地
に
邊
達

せ
ん
と
す
る
場
合

に
於

て
、
此

の
後
者

の
手
段
を
特

に

取
り
立

て

曳
此
れ

に
要

す
る
費
用
を
代
換
費

用
と
し

て
取
り

扱

ふ
は
如

何
な
る
理
由

に
よ
る
か
と
言

ふ
に
、
抑

々
船
舶
が
避
難
港

に
入
津

せ
る
と
き
は
蝕

に
於

て
航

海
團
燈

の
共
同
危

瞼
は
解
消
し
共

同

の
安
全

が
得
ら
る

曳
こ
と

製
な

る
の
で
あ
る
が
、
若
し
共

の
避
難

港
に
於

て
積
荷
を
陸
揚
げ
し

て
修
繕

の
完
了
を
侯

つ
こ
と
を
爲

さ
す
し

て
、
そ

の
代
換
手
段
を
と
り
た
る
と
き
は
、
即
ち

船
舶

の
假

修
繕

叉
は
曳

船

に
よ
り
船
主

の
み

に
、
亦
積
荷

の
積
替

代
船
運
逡
或

ひ
は
其

の
費
却
買

換

へ
に
よ
り
荷
主

に
封
し

て
の

み
、
費

用
を
支
出

員
憺

せ
し
む
る
こ
と

に
よ
り
、
他

の
諸

利
釜
は
英

國
法

に
よ
れ
ば

こ
れ

が
爲

に
陸

揚
後

の
諸
費
用
を
節
約

し
得

る
こ
と

玉
な
り
、
他

の
利

釜

の
損
失

に
於

て
自

己
を
利
釜
す

る
に
至
る
を
以

て
、
此

の
不
合
理
を
調
整

せ
ん
が
爲

に
は
、
共
同
利

釜
主
義
を
探
用
す

る
こ
と
に
よ

つ
て
此
等

の
費
用
を
共

同
海
損
と
し

て
容
認
す

る
こ
と
は
、
既

に
共
同

の
危
瞼

の
去
り
た
る
後

の

費

用
な

る
を

以
て
從

つ
て
英

國
傳
統

の
共
同
安
全
主
義

を

犯
す

こ
と

玉
な
り

、
さ
り
と

て
各
利
釜

の
箪
猫

の
費
用

と
し

て
其

の
支

出
者

を
し

て
各
自

に
員
捲

せ
し
む
る
こ
と
は
衡
平

の
原
則

に
反
す

る
を
以

て
、
斯

る
理
由

に
よ
り
生
れ
出

た
原
則

と
見
る
を
至
當

と
す
る

の
で
は
な

い
だ
ら
う
か
。
若
し
そ
れ
此
れ
を
共
同
利
釜
主
義

の
立
場
よ
り
す
れ
ば

、
共

同
安

全

の
爲

に
探
り
得

る
爾
後

手

段

は
多
数

に
あ
り
得

る
で
あ
ら
う
し
、
此

の
際
其

の
費
用

の
中
最
も
廉
き
を

と
る
は
、
航
海
團
膿

各
利
釜

の
代

理
入

と
し
て

の
船

長

の
務
め
で
あ
り
、
そ

の
選
ば
れ
た

る
手
段

は
當

然
共

同
海

損

に
認

め
ら
る

べ
き
で
あ
る
が
、
避
難
港
諸
費
用

の

一
の
定
型

に
封

す

る
例
外
と
し

て
代

換
手
段
を
分
離
し
強
調
し

て
、
こ
れ

に
猫
立
性
を
與

へ
ん
と
す

る
と
こ
ろ

に
共

同
利
釜
主
義

に
於
け
る
代

換

共
同
海
損
に
於
け
る
代
換
費
用
の
研
究

五
一一=



五
三
二

費

用
存
在

の
理
由
を
嚢

見
す

る

の
で
は
な
か
ら
う
か
。

さ
れ

ば
代

換
費

用
を
斯
く

の
如
く
分
離
張
調
し
猫
立

に
取
扱

ふ
こ
と

に
よ

り
、
共

同
海
損

の
直
接
結
果
た
る
制
限
を
訣

き
更

に
共
同
危
瞼

の
要
素

を
分

離
す

る
に
よ
り

、
之
を
本
來

の
意
味

に
於
け

る
共

同

海

損
と
匝
別

し

て
論
議

せ
ん
と
す
る

に
至

つ
た

の
で
あ

る
。

②

代
換
費
用
の
成
立
要
素

以
上
私
は
代
換
費

用
存
在

の
理
由

に
就

て
述

べ
た

の
で
あ
る
が
、
以
下
代
換
費

用
と
共

同
海
損

の
異

同
を

述
べ
代
換
費
用

の
本

質

を
究
明
せ
ん
が
爲

に
、
代

換
費

用
.成
立

の
要
素

を
掲
げ

て
之
を
説
明
し

て
見

よ
う
と
思

ふ
。

私
は
今
代
換
費

用

の
本
質
的
要
素

と
し

て
次

の
三

つ
を
あ
げ

る
こ
と

が
出
來

る
。
即
ち
第

一
は
共

同
利
釜
で
あ
り

、
第

二
は
有

効
な

る
結
果

で
あ
り

、
そ

し

て
第

三
は
共
同
海
損
費

用
と
代
換
費
用
と

の
間

に
於
け

る
直
接
且

つ

一
定

の
關
係

で
あ

る
。
今
共

の

各

々
に
就

て
見
れ
ば
、

イ

、
共

同

利

釜

先
づ
第

一
に
共

同
利
釜

に
就

て

璽
あ
る

が
、
共

同
海
損
成

立

の
爲

に
は
、
共

同
利

釜

(い
、葺

騨
傑

∩。
B
ヨ
ロ
P

い
、暮
日
畠

8
旨
,

の

目
旨

。)
さ

へ
あ

れ

ば

足

る
と

言

ふ
佛

蘭

西

の

一
部

の
學

者

の
詮

は
撮

て
置

い
て
、
今

日

に
於

て
は
共

同
危

瞼

(U
碧
ぴq
巽

8
日
ヨ
き

)

の

を
不
可
訣

の
要
素
と
見

る
黙

で
は

ヨ
ー.

ク

・
ア

ン
ト
ワ
ー

プ
規
約
を
始
め
殆

ん
ど
學
者

の

一
致
す
る
と

こ
ろ
で
あ

る
。
然

る
に
代

換
費

用

に
關

し
て
は
共

同
危
瞼

の
要
素

を
必
要

と
し
な

い
の
で
あ

つ
て
、
之

に
代

は
る
に
共
同
利
釜

の
要
素
を

以
て
す

る
の
で
あ

5)

6)

Govare,Trai(ξdesavarie,1882P.39,citξparHaralambidis,Descaract6res

distinctifsdesavariescommunes,P.156.

Danjon,Trait6dedroitmaritime,2壱d.tom・1[1,Ig27,P・474・

Decourcy,Questionsdedroitmarititl,es,tom・II,1879・P・262・

例 へ ば 佛 のB・nnecase,Traitededroitc・mmercialmariti皿eI923,P・639・

Haralambidis,oP.citりP.99.



る

。

蓋

し

代

換
費

用

は
航

海

團

龍

が
共

同

の
危
瞼

を
避

け

て

避
難

港

に
入

港

し

、
共

同
安

全

を
保

持

し

て
後

に
と

ら
れ

た

る
手
段

の
爲

に
必

要

な

る
費

用

で
あ

る
か

ら

で
あ

る
。
切
。
器
ρ
ロ
9

氏

は

一
八
九

〇

年

の
規

約

第

十
條

@

に
關

し

て
次

の
如

く
言

ふ
。

即

ち

O
か。・侍
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ψ
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昌
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9
<
碧

8

0
0
日

ヨ

ニ
昌
Φ
・

斯

く

て

代

換

費

用

獲

生

の

場

合

は

、

共

同

海

損

に

於

け

る

が

如

き

共

同

危

瞼

の

脅

威

は

去

つ

て

軍

猫

危

瞼

へ

の

蒋

換

が

行

は

わ

れ

、
此

の
輩
猫
危
瞼

よ
り
そ

の
利
釜
を
冤
れ
し

め
ん
が
爲

に
即
ち
軍
猫
保
存

が
共

同
利
釜

の
爲

に
行
は
れ
る
と
き

で
あ
る
。

共

同
危
瞼

か
ら
輩
猫
危
瞼

へ
の
韓

換
は
二
個

の
場
合

に
就

て
考

へ
ら
れ
る
。

そ
れ

は
第

一
に
は
航
海
團
盟

(竃

鍵
三
ヨ
。
巴
く
①〒

侍霞
。)

の
事
實

上

の
解
消

叉
は
不
成

立
よ
り
生
す

る
場
合

で
あ
る
。
例

へ
ば
避
難
港

に
於

て
積
荷

が
代
船
運
逡

叉
は
陸
上
運
途

さ

れ

た
る
と
き
は
蝕

に
積
荷

と
船
舶
と

の
絡
局
的
分
離

が
あ
り
、
亦
船
積
港

に
於

て
積
込
ま

る

べ
き
積
荷
が
船
舶

の
避

難
港
迄
鐵
道

の

に
ょ
り
運
逡

さ
れ
そ

こ
か
ら
積
込
ま
れ

る
が
如
き
、
未
だ
船
舶

と
積
荷
と

の
事
實
上

の
航
海
團
膿
が
未
だ
成
立

し
て
ゐ
な

い
の
で

あ

つ
て
、
斯

る
共

同
團
艘

の
解
消
後

叉
は
成
立
以
前

に
於

て
は
共

同
海
損
獲

生

の
絵
地

が
な

い
。
換
言
す
れ
ば
、
共
同
危
瞼

叉
は

共

同
安
全

が
認

め
ら
れ
得
な

い
の
で
あ

つ
て
只
存
在
す

る
の
は
軍
猫
危
瞼

の
み
で
あ

る
唱。
鼓

に
注
意

す

べ
き
は
共

同
利
釜
を
代
換

共
同
海
損
に
於
け
る
代
換
費
用
の
研
究

五
三
三
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五
三
四

費

用

の
要
素

と
主
張
し
乍
ら
、
航
海
團
罷
た
る
共

同
龍

の
不
存
在
を
以

て
共

同
危
瞼

の
鮫
除
を
読
明
す

る
こ
と
は
、

一
見
し

て
矛

盾

の
様

で
あ

る
が
、
固
よ
り
代

換
費
用
は
そ
れ
自
罷
軍

猫
利
釜

の
爲

に
支
出

せ
ら
れ
軍
猫
利
釜

の
員
澹

た
る

べ
き

も

の

で

あ

る

が
、
こ
れ

が
支
出

せ
ら
る

瓦
に
よ
り

て
共

同
海

損
費

用
を
亦

は
更

に
他

の
輩
猫
利
釜

の
費

用
を
節
約

し
得

る
と
言

ふ
關
係

に
於

て

共

同
利
釜

と
言

ふ
こ
と
が
言

ひ
得
る

の
で
あ

つ
て
、
換
言

せ
ば
後

に
成

立
す

べ
き
叉
は
以
前

に
存
在

せ
る
航
海

團
艦

た
る
共

同
膿

を
通

じ
て
、
叉
は
こ
れ

に
樹
す

る
關
聯

に
於

て
共

同
利
釜

の
要
素
を
捉

へ
得

る
も

の
と
言

は
ね
ば
な
ら

ぬ
の
で
あ
る
。

第

二

に
は
航
海
團
髄

の
解
消
な
く
し

て
共

同
危
瞼

か
ら
箪
猫
危
険

へ
の
輻
換

で
あ
る
。
例

へ
ば
遭
難

船
舶
が
遜
難
港

に
入
津
し

假
修
繕
を
施

し
た
上
仕
向

地
に
航
海
し
叉
は
曳
船

に
よ
り
目
的
地

に
逸
達

さ
れ

た
る
と
き
は
、
共

同
艦

た
る
航
海
團
禮

の
解
消
を

生
す

る
こ
と
な
く

、
入
津

に
よ
り
共

同
危
瞼

は
解
消

し
て
淺
る
は
船
舶

の
軍
猫
危
険

で
あ

る
。
假
修
繕
費
曳
船

料
は
此

の
軍
猫
危

瞼

同
避

の
費

用

で
あ
り

叉
船
舶

の
修
繕

に
際
し
積
荷
塔
載

の
儘

の
入
渠

に
よ
る
籐
分

の
費

用
は
同
様

の
意
味

に
言

ふ
こ
と
が
出
來

る
の
で
あ
る
。
而

し
て
此

の
二
個

の
場
合

に
於

て
軍
猫
海

損
同
遜
費

用
が
代

換
費
用
と
し

て
共

同
海
損

と
見
倣
し
得
る
は
、
か

玉

る
費
用
を
支
出
す

る
こ
と

に
よ

つ
て
共

同
海
損
費

用
を
節

約
し
叉
は
他

の
利
釜

の
軍
濁
費

用
を
節
約
し
得

る
こ
と
に
於
で

、
軍
猫

海
損

の
共

同
防
止

(。
・曇

。・§

・
》
写

・
a
轟

く
8

。・
.
&
。
萱

き

6
勘

が
成

立
す

る

の
で
あ

る
・
從

つ
て
鵜

海
損

の
共

同

防
止
は
共

の
根
底

に
於

て
共

同
利
盆
を
認
む

る
こ
と

に
よ

つ
て
始
め

て
意

味
を

持

つ
も

の
と

言
は

ね
ば

な

ら
ぬ
。
「
代
換
費

用

の

大
抵

の
場
合
は
、
假
令
そ
れ
が
共
同
海
損
と
し

て
資

格
づ
け
ら
れ

て
ゐ

て
も
共

同
海
損

の
総

べ
て
の
成

立
條

件
を
充
た
し

て
は
ゐ

な

い
の
で
あ
る
。
特

に
共

同
危
瞼

(茸

窟
匹

8
ヨ
ヨ
§
)
の
條

件
を
充
た
さ
な

い
こ
と
が
認
め
得
ら
れ

る
。
事
實

厘

々
起

る
こ
と
は
、

g)Heck,a.a.0.S.416.



代

換

費

用

が

支

出

さ

れ

た

そ

の
瞬

闇

に

は

総

べ

て

の
危

瞼

は

解

消

し

淺

る

は

只

共

同

利

釜

の

み

で

あ

る

こ

と

だ

。
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窪

F

窪

o
{{8

日

.き

ヨ
。
日
〇
三

診

。・
o
雷

窪

撃

『q
Φ
①
冨

山
⑩
b
窪
。・
。
。・
暮

・・
瓜
讐
伽
ρ

8

旨

昌
彗

σq
窪

ω①
糞

伽
。
㊤
円梓⑦
・
g

。り
①
ロ
=

.一昌
幕
目帥
侵

8

ヨ
ヨ
最

『
競

①
雷

窪

甘
F
)

こ
れ

が

爲

に

多

数

の
學

者

を

し

て
代

換

費

用

を

特

徴

づ

け

る

も

の

は

共

同

利

盆

の
條

件

で

あ

る

と

言

　

は

し
む

る

の
で

あ

る
。
L

と

は

目
9
日
鉱
讐

畔
①
氏

の
読

く

所

で
あ

る

。

口
、

有

効

な

る

結

果

第

二

に
問

題

と

な

る

の
は

、
代

換
費
.用

の
支
出

は

有

効

な

る
結

果

を

齎

す

こ
と

を
必

要

と
す

る

黙

で
あ

る
。

共

同
海

損

に
於

て

は
行

爲

と

保
存

と

の
聞

に
因

果
關

係

を

必
要

と
す

る

も

の
と
然

ら
ざ

る

も

の
と

の
二
主
義

が

あ
り

、
前

者

は
之

を
因

果

主
義

(菊
.け,

ε

ロ
じQ
曾

需
ぴ

山
器

○
風
巽
)
と

言
p
ひ
後

者

は

こ
れ

を

淺
存

主

義

(閃
2
言

昌
σq

昌
碧
ぴ

留
日

O
玖
霞
)

と
構

し
從

來

學

者

の
認

む

る

と

こ

ろ
で
獣

・
佛
蘭
西
に
て
竺

六
八
皐

の

。
乙
pー

婁

量

量

罫

目
困喜

毒

聾

5

に
封
す
る

く
・言

働

国
已
①ユ
σq
。
P

℃
9
露
巽

等

の
註

繹

に
於

て
投

荷

に
封

す

る
有

効

な

る
結

果

(閃
①
。・三
蜜
葭
暮
濠

)

の
必

要

を

認

め
し

以
來

此

の
敷

令

を

の

踏

襲
せ
る
同
國
商
法
第

四
二
三
伽

に
封
す
る
解
繹

上
近
年
迄
學
者

は
因
果
主
義
を
奉
じ

て
ゐ
た

の
で
あ

る
が
、
今

日

=
国
噌
卑一魯
3
げ
,

の

察

。・"
空
暮

芦

国
8

ロ
9
器
。

等

は

此

の
主
義

を
棄

て

他

に
走

つ
た

の
で
あ

る
。

我

國

で
は

商

法

六
四

二
條

の
明
丈

に
よ
り

因

果

主

讐

断
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
が
・
英
鴇

乙
に
て
鐙

存
主
華

探
る
こ
と
明
か
に
し
て
、
〒

ク

・
ア
ン
ト
了

プ
規
約
に
封
す
る

解
繹
亦
然
り

で
あ
る
。

然

る
に
代
換
費
用

に
就

て
見
れ

ば
、
其

の
採

ら
れ
た
る
手
段

は
必
す

目
的

の
結
果
を
達
す

る
こ
と
を
要
し
、
代

換
慶
用

の
分
憺

共
同
海
撹
に
於
け
る
代
換
費
用
の
研
究

五
三
五

留 顯 田1撚 蓮13踊融 嚇 昭禾確 ・傾 以下汲 び加辮 士,海法
研 究,第 一 巻 大 正 七 年i4S頁 以 下 な 肇 照 。

・・)Rlp・ ・t,D・ ・itm・rltim・,2eed・,t・m.III,・g3・ ・P・252・

、3)同 條1:曰 く ・Si1・j・t…auv・1・n・vi・e,il・'y・li・ui・u・unec・nt・ib""
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五
三
六

は
其

の
奏
功

せ
る
手
段
を
と
り
た

る
場
合

に
の
み
許

容

せ
ら
る

べ
き

で
あ

つ
て
其

の
代

換
手
段

と
費
用
節
約

と

の
因

果
關
係
を
必

然

と
す

る
も

の
で
あ
る
。
即
ち

一
九

二
四
年

の
規
約

F
條

に
於

て
も

「
節
約

サ

レ
タ

ル
額

ヲ
限
リ
」

と
構

す
る
は
、
蓋
し
此

の
關

係
を

示
め
し
た
る
も

の
呑
、
亦
第

十
條

@
に
於

て
も

「
節
約

サ

レ
タ
ル
異

常
ノ
費
用

ノ
割
合

二
慮

ジ
」

と
言

へ
る
は
、
其

の
代
換

費

用
は
各

々
に
封
し

て
有

効
で
あ
り
、
其

の
手
段

に
よ
り
各

々
が
利
釜
を
得
た
る
場
合

に
限
り
分
捲
す
る
も

の
と
し

て
ゐ
る

の
は

即
ち
こ
れ

が
爲

で
あ

る
。
而
し

て
何
故

に
其

の
因

果
關
係

の
存
在
を
固
守

す
る
か
と
言

へ
ば
、
そ
れ

は
詐
儒

に
封
す

る
警
戒

で
あ

ゆ

る

と

ゆ
。
蕊
ρ
ロ
9

氏
は
見
る
も

の

玉
如
く

、
事
實

こ
の
條

件
を
飲
く

と
せ
ば
船
長
は
船
舶

の
箪
猫
利
釜

の
爲

に
支
拙

さ
れ
た
る
費

用
を
も
、
航
海

團
禮
全
部

に
支
佛
は
し
む
る
こ
と
が
あ
り
得
る
か
も
知
れ

な

い
。

ハ
、
共

同
海
損
費

用
と
代
換
費
用
と

の
聞

に
存
す

る
直
接
且

つ

一
定

の
關
係

代
換
費

用

の
支
出

せ
ら
る

x
の
は
輩

に
軍
濁
利
釜

の
爲

に
の
み
な
さ
る

べ
き
も
の
で
は
な

い
。
即
ち
軍
猫
海
損

と
し

て
支
出

さ

れ
た
る
費
用

が
た
ま
・く

結
果

に
於

て
共

同
利
釜
と
な

つ
た

と
言

ふ
こ
と
で
は
、
そ
れ
は
代
換
費

用
と
し

て
取
扱

は
る

べ
き
も

の

で
は
な

い
。
換
言

せ
ば
偶
然

の
結
果

で
あ

つ
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
始

め
か
ら
代
換
費

用
と
共

同
海
損
費

用
と

の
聞

に

一
定

の
直
接
的
な
關
聯
を
必
要
と
す
る

の
で
あ
る
。
即
ち
共

同
海
損
費
用

の
節
約

が
代
換
費
用
支
出

の
目
的
そ

の
も

の
で
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
の
で
あ
る
。

ヨ
ー

ク

・
ア

ン
ト
ワ
ー

プ
規
約

F
條

に
も

「
共

同
海
損

タ
ル
ベ

キ
他

ノ
費

用

二
代

リ
テ
支
出

セ
ラ

レ
タ

ル
飴

分

ノ
費
用

ハ
」

と
あ
る
如
く
、

こ
の
黙

を
明
か

に
示
め
し

て
ゐ
る

の
で
あ

る
。
從

つ
て
船
長

の
と
り
た

る
手
段
は
共

同
海
損

の
爾

後
手
段

に
代
り

て
行

は
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
必
要

と
す

る
。
亦
代
換
費
用

の
支
出

は
船
長

の
判
断

に
於

て
共

同
海
損
費
用

の

14)

15)

16)

Haralambidis,op.cit,p、292.Ripert,op.

Bonnecase,op.cit.,PP.644-5.

Ulr量ch&Brしiders,a.a.0.,Bd.1,S.48.

1・owndeg.,ibid.,P.44;Carver,ibldりP.372;

IothedつIg2i,馨.gl2,暑.980.

Op,ci亡.,p.333・

cit.,P.223.

Arnould,Marine,Insurancep



節
約

の
爲

め
に
爲
さ
れ
た
こ
と
を
要
す

る

の
で
あ
る
。
固

よ
り
共

の
場
合

の
爾
者

の
比
較
判
断

は
船
長

の
主
観
的
な
も

の
で
あ
れ

ば
足
り
、
客
観
的
絶
封
的
た
る
を
要
し
な

い
で
あ

ら
う
。
斯
く

し

て
代
換
費
用

が
共

同
海
損
と

の
聞

に
有
す
る

一
定

の
關
係

と
は
、

之

に
代
り

て
支
出
す

る
こ
と
を
要
す

べ
か
り
し
共

同
海
損
費
用

の
節
約

と
言

ふ
こ
と
で
あ
り
、
こ

の
關
係
あ
る
が
爲

に
代
換
費
用

の
共
同
海
損
と
し

て
の
容
認
を
可
能
な
ら
し
む

る

の
で
あ
る
。
從

つ
て
精
算

の
場
合

に
於

て
は
特

に
こ
れ
が
明
白

に
示
め

さ
れ
る

こ
と
を
要
す
る

の
で
あ

る
。

こ

の
關
係

が
明

か
に
さ
れ
な

い
と
き
は
船
長

が
船
主

の
爲

に
す

る
費
用

の
支
出
を
、
代
換
費
用

と
し

て
共

同
海
損

に
認
容

せ
ん
と
す

る
虞

が
生
じ

て
來

る
。
此

の
意
味

に
於

て
共

同
海

損
費

用
と
代
換
費
用

と
の
聞

に
存
在
す

べ
き
直

接

且

つ

一
定

の
關
係
は
、
代
換
費

用
.成
立

の
要
素

と
し
て
看
過
し
得

ざ
る
も

の
で
あ
ら
う
。

以
上
三

つ
は
代
換
費
用

の
特

質
と
し

て
の
本
質
的
要
素

で
あ
る
が
、
次

に
更

に
二
個

の
要
素
を
論

明
す
る
こ
と

に
よ

つ
て
、
代

換
費
用
が
共

同
海
損

の
範

園
内

に
て
成

立
す

べ
き
も

の
と
し

て
欲
く

こ
と
を
得
な

い
共

同
海
損
と
共

通

に
有
す
る
要
素

を
捉

へ
來

た

つ
て
、
代
換
費

用

の
本
質

の
究
明

に
資

せ
ん
と
す

る
の
で
あ
る
。

二
、
異

常

の

費

用

代
換
的
手
段
を
探
り

た
る
が
爲

に
要
し
た
る
費

用
は
通
常
航
海

の
始
め

に
於

て
豫
見
し
た
る
も

の
で
あ

つ
て
は
な
ら
な

い
。
例

へ
ば
船
主

の
蓮
途
契
約
上
當
然
爲

す

べ
き
義
務
を
履

行
し
た
る

に
過
ぎ
ざ
る
経
費

の
如

き
は
此

の
部
類

に
は

入

ら

な

い

の

で
あ

る
。
費
用

が
特
別

で
あ

る
か
否
か
即
ち
海
損

(》
〈
霞
一①〉
な
り
や
航
海

の
通
常
経
費

な
り

や
を
決
す

る
も

の
は
、
費

用

の
性
質

で
ば

恥

な
く

て
其

の
費
用
獲
生

の
原
因

で
あ
る
。

一
般

に
航

海

の
通
常
経
費

と
し
て
考
慮

せ
ら
る

べ
き
も

の
は
、
①
船
舶

の
常
備
補
助
手

共
同
海
損
に
於
け
ろ
代
換
費
用
の
研
究

五
三
七

17)Schanb,LesR6glesd,York

P・34、

etd,AlwersIg24surl,avaliecommune,1933,



五
三
八

段

の
通
常

の
使
用

に
要
す

る
経
費

、
②
航
海

上
通
常
要
す

べ
き
諸
出
費

に
し

て
、
代
換
費
用
は
此
等

の
何

れ
に
も
属

し
な

い
。
蓋

し
豫
期

せ
ざ

る
事
故

の
護

生

に
よ
り
此
れ
が
爲

に
必
要

と
す
る
共

同
海
損
費
用

に
代
り

て
支
出

せ
ら
る

べ
き
も

の
な
る
を
以

て
穿

あ
り

、
共

の
費
用
獲

生

の
原
因
は
航
海
上
通
常

の
要
求

に
よ

る
も

の
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。

さ
れ
ば
代

換
費
用

が
異
常
な
も

の

な

る
こ
と
を
要
す

る
と
言

ふ
ご

と
は
、
そ
れ

が
共

同
海
損
費

用
と
し
て
取
扱

は
る

玉
が
爲

で
あ
り
、
共

同
海
損

と

の
關
聯

に
於

て

の
み
有
す
要
素

と
考

へ
ら
れ
る

の
で
あ

る
。

ホ
、
任
意

且

つ
合

理
的
費
用

最
後

に
考
察

せ
ら
る

玉
も

の
は
、
代
換
費

用
は
船
長

の
と
り
た

る
任
意

且

つ
合

理
的

の
手
段

に
よ
り
要

し
た

る
費
用
な

る
黙

に

就

て
穿
あ

る
が
、
凡

べ
て
代
換
費

用
支
出

に
あ
た

つ
て
は
、
船
長

は
そ

の
儘
共

同
海
損
費
用
を
要
す

べ
き
行
動

に
出

る
か
叉
は
斯

か
る
費
用

よ
り
も
恐
ら
く

少
額

で
濟
む
と
思
は
る

玉
他

の
手
段
を

と
る
に
至
る
か
は
、
そ

の
船

長

の
決

心

の
如
何

に
懸

る
。
代
換

費
用
は
斯
く
し

て
船
長

の
判
断

に
基

き
共

の
決

心

に
從

つ
て
支
出

せ
ら
る
、玉
も

の
で
あ
る
か
ら
、
蝕

に
任
意

(一＼O
一〇
昌
け帥
一同①)
の
要

素
を
認
め
得
ら
れ

る

の
で
あ

る
。
然

し
乍
ら
船
長

の
探

る
べ
き
手

段
は
自
由
奔
放

で
あ

つ
て
は
な
ら

ぬ
。
假
令

そ

の
と
ら
れ
た
る

手
段

が
後

に
至

つ
て
其

の
際

の
手
段
と
し

て
は
客
観
的

に
絶
封

に
正
當

Q
.巳

{。一2
×
)
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な

い
と
し

て
も
、
少
く

と
も
其

の
際
船
長

と
し

て
は
無
理
な
ら
ざ
る
即

ち
合
理
的

(閃
鉱
。・o
§
ぴ
冨
)
な
手

段
を
選
ば

ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

鼓
に
於

て

か
代
換
費
用
は
共

の
支
出
を
要
す
る
手
段

の
合

理
性
を
要
求
す

る

の
で
あ

る
。
そ
れ

は

ヨ
ー

ク

・
ア

ン
ト
ワ
ー
プ
規
約
第

十
八
條

に
も
、
共
同
海
損
と
し
て
賠
償

せ
ら
る
べ
き
額

は
現
實

の
且

つ
合
理
的
費
用

で
あ

る
こ
と
を
要
す
と
あ
る
が
、
そ

の
要
求

に
合

致



す

る
こ
と
と
な

る
の
で
あ
る
。
從

つ
て
船

長
が
通
常
共
同
海
損
た
る

べ
き
費
用
を
支
出
す

る
か
叉
は
そ
れ

と
代
換
的
な
費

用
を
支

出
す

る
か
を
選

揮
す
る
に
際
し

て
、
そ

の
選
揮
は

そ
の
時

の
事
情

に
よ
り

正
確

に
行

は
れ
得

る
も

の
で
は
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
時

と
し

て
節
約
費
用

と
し

て
支
出

せ
る
も

の
が
節
約

と
な
ら
す

、
代
換
費
用
は
之

が
爲

に
被
節
約
費
用
即
ち
共

同
海
損
費
用
を
超
過

す
る

こ
と
が
あ
り
得

る
場
合
が
生
す

る

の
で
あ
る
。
然

る
と
き
は
其

の
超
過
額

は
特
別

利
釜

の
海
損

と
し

て
取
扱

ひ
、
共
同
海
損

と
し

て
計
上

せ
ら
れ
ざ

る

べ
き
も

の
か
。
F
條

の
規
定
は

「
節

約

サ

レ
タ

ル
共

同
海
損

ノ
額
ヲ
限
度

ト

シ
テ
之

ヲ
共
同
海
損

ト
見

倣

ス
」

と
あ
る
を
以

て
、
當
然
共

同
海

損
よ
り
除

外
せ
ら
る
も

の
と
さ
れ

て
ゐ
る
が
、
こ
れ

を
軍

猫
利
釜

の
員
推

と
す
る

こ
と
は
、

其

の
員
捲
利
釜

に
と
り

反

つ
て
意

外

の
過
重
な
員
捲

と
な
る
を
以

て
甚

だ
衡
平
と
は
言

ひ
得
な

い
で
あ

ら
う
。
故

に
船
長

の
と
り

た
る
手
段

の
合
理
性
よ
り
考

へ
、
依
然

こ
れ

を
共
同
海
損

と
し

て
各
種
利
釜

に
分
澹

す

べ
き
で
は
な
か

ら
う
か
。

出
魯
§
冨
ヨ
甑
象
。。

商

氏

は

次

の

如

く

こ

れ

を

肯

定

し

て

ゐ

る

。

Z

2

ω

ψ
①
比
8

嘆

達

・り
碧

窪

一
、凶
げ
q・
。
湾

①

ロ
.§

。

{鎚

冨

9

0
巷

富
膨

ρ

α
㊦

目

。
俘
器

8

蔚

ρ
ま

か

冨

o
冨

『
碧

自
①

一
ゴ
爵

ユ
①

8

ヨ

ヨ
ニ
竃

・

O
o
蓉
o

自
費

三

畔

①
牙

く
巴
傍
鷲

o
津

臼

α
①

一、。
8

8

ヨ

同。

O
巳

昌
、鑓

鵠

の
日

伽
賃
①

冨

農

ω
伽
①

℃
o
ξ

伽
①
。・
§

房
o
蕊

日

a
2

β

出

8

二

器

9

£

.亀

①

窪

ω
口
碧

。
詳
o

一①

蔚

宕

ρ

目

蹄

ロ
砕

聾

冨

耳

由

屋

胃

o
<
9
H

畠
き

ω

冨

器

賦

。

周

n
①
窪
。

ξ

ロ
。
9

餅
。・
ρ

簿

舞

9
昌
き

村

一
9

二
ρ
g

舞

山
o

一
騨

冨

同
二
①

{
言

巴
①

畠
g

密
尊

①
●

即

ち
同

氏
は
節

約
し

て
利
釜
を
受
く
る
も

の
は
共
同
海
損

で
あ
り
從

つ
て
た
ま

ー

船
長

の
過
失

な
く
し
て
豫
期

に
反
し
た

の

だ
か
ら
、

こ
れ

を
共
同
海
損

の
員

旙
と
す

べ
き

で
あ
る
と
し
、
そ
し

て
こ
れ
は
F
條

の
末
尾

の
解
繹
を
緩

和
す
る

こ
と

に
ょ
り

て

共
同
海
損
に
於
け
る
代
換
費
用
の
研
究

五
三
九
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五
四
〇

勘

可
能

で
あ

る

と
し

て

ゐ
る

の

で
あ

る
。

同

氏

の
論

を
批

評

せ

る

d
三

昏

及

び

=
。
9
㈹
議
げ
自

氏

は

曰
く

、

も

9
ω

象

昏

①

剛巳

①
・…

窪

・
凶受

巴

。
乙

雲

鼻

。・
。
F

畠
・

魯

く
。
三

ぎ

く
①
葺

。
居

。

男
・
。
ぼ

q・
慧

霰

ω
巷

『・

。・
囲9

節
鎧
。
ず

。
ぎ

。

山
自

く
。
お

①
8
痔

『q
窪

①

ン
自

一9

凌

轟

傷
興

寄

㏄q
巴

卸

葦

き

騨
砦

げ

警

窪

碧

ψ

象

。・
・
♪

の
。

傷
。
3

碧

。・

牢

箆

菌

く
臼

①
軽

び
壁

国
ω

障

昌
似
邑

喜

豊

げ
巴

①
葬

6
炉

計

。・
q・
博
壽

自

牙

穿

冨

§

・
蒔

。
ω
什
窪

冒

守

く
窪

切

碧

。・
幽。
ぴ

層§

。・
。
墨

げ
♂
.
壽

器

p

の
貯

昌
酵

f

き

器

霧

8

壁

。
。

壽

a

β

壽

嵩

。。
剛・

。・
ド
ぴ

言
h9

αq
①

〈
8

為

ぎ

蕊

ヨ

卑
蒼

H
①
。・.
ま

冨

同

。・
門
亀

β

曽
♂

げ
①
乙

①
H

零

箇
三

岳

①
。・
①
ω

牢

冨

轟

言

跨

国
h
窪

q・

き

鵬
。
ま

ヨ
日

9

宅

=
a

。

ロ
巳

げ
。
αq
a

巳

。
け
き

㈹
窪

。
ヨ
目
8

壽
①
a

・
昌

ざ

言

什
ρ

ロ

饗

。
昌

。・
写

げ
。
凶

寄

冨

§

ロ
ニ

ヨ

ロ

替

昌

》

言

臨
。
曹

曾

①
。・
ω
莞

蕾

象

>
g
ω
び
①
。・
q・
①
把

躍

ω
ざ

u・冨

昌

,
9

。
目

四
①
q・巳

互

簿
冨

。・
冨

。
ぎ

㊦

ら
窪

。。
賃
興

σq
睾

。
・・
窪

裁

『
窪

も

。

ω
巨

臨
。

凶
≦
毘

亀

8

ぎ

茸

①
ご

g

け
二
巴

.
国

穿

①

言

㎎

。
。・。・
巽

匡

碧

⑦
同
。
幽
凶
自

く
窪

亀

窪

(く
自

き

q・
σQ
①
q・
①
茸

・
碧

窪

尊

し

曽
の
。・
。・凶ρ

器

㊤
。・
。
轟

痔

.
q・
巨

●)
≦

舞

誓

幹

山
窪

国

織
・
昌
罰

。
箸

器

§

山
器

。・

魅

g

昌

。・
。
戸

凶。・
ヨ

団。
年

⑦
ぎ
豊

。・
①
げ
・
昌
..

と
。

即

ち
假
修
繕
費
が
不
可
抗
的
な

理
由

に
依
り
高

く
な

つ
て
も
そ
れ

が
爲

に
不
合

理
と
は
言

ひ
得
な

い
し
、
本
修
繕
費
が

ス
ト
ラ

イ
キ
の
爲

に
多
額
と
な

つ
て
も
當
然
共
同

海
損

に
分
櫨

せ
ら
る

瓦
の
で
あ
る
か
ら
、
假
修
繕
費

の
み
特
別

に
取
扱
は

る
べ
き

で
な

い
と
し

て
ゐ
る
。
叉
之
を
共

同
海
損

と
す

べ
き
に
就

て
は
、
前
記

=
碧
騎。冨
日
げ
姦
ω

氏

の
F
條

の
緩

和
に
求

め
す
し

て
第

十
八
條

に
求
め

て
ゐ
る
。
私
は
既

に
述

べ
た
如
く
、
d
三
鼻

及
び

類
。
∩葺

鼠
げ
9

爾
氏

の
読

に
賛
成
す

る
も

の
で
あ
る
。

'
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四
、
代
換
費
用
原
則
の
適
用
範
園

代

換
費

用

の
原
則
を
實
際

に
適
用
す

る
に
當
り
考
慮
す

る
こ
と
を
要
す

る
も

の
は
、
代
換
費
用

の
吋
容

で
あ
り
共

の
限
界

で
あ

る
。
共
同
海
損

の
内
容
は
漸

次
損

大
さ
れ

て
行
く
傾
向

が
あ
る
。
從

つ
て
共
同
海
損

の
範
躊

に
於

て
取
扱

は
る

べ
き
代
換
費
用

の

範

園
も
亦
共

の
撰

大
の
傾
向

よ
り
冤

る
こ
と
は
出
來
な

い
の
で
あ
る
。

即
ち

一
八
九
〇
年

の

ヨ
↓

ク

・
ア

ン
ト

ワ
ー

プ
規
約

に
於

て
は
曳
船
積

替
蓮

迭
の
場
合

に

の
み
限
ら
れ
た
代

換
費
用

の
限
定
的
容
認
が
、

一
九

二
四
年

の
規
約

に
於

て
は
F
條

の
規
定

に
よ

り

一
般
的
な
方
法
で
代

換
費
用

の
原
則

を
認
む

る
に
至

つ
た

の
で
あ
る
。
從

つ
て
激

字
規
定

に
限
定

せ
る
各
個

の
場
合

に
限

ら
す

筍
も
代
換
費
用

の
成
立
要
素
を
具
備

せ
る
場
合

に
は
此

の
原
則

の
適

用
を
妨
ぐ
る
こ
と
が
無

い
の
で
あ

る
。

今

此

の
原
則

の
適
用
上
論
議

せ
ら
る

べ
き
次
の
三

つ
の
職

に
就

て
読
明
を
加

へ
て
見
た

い
と
思

ふ
。

の

滞
船
料
は
代
換
費
用
と
し
て
共
同
海
損
に
容
認
せ
ら
る
＼
か

此

の
問
題

に
答

へ
る
に
先

ち
滞
船
料

(∪
⑦
ヨ
⊆
旨
蹟

ρ

9
ω
ヨ
診・
『q
・)
は
共
同
海

損
な
り

や
否

や
を
吟
味
し
て
見
た

い
と
思
ふ
。

原
則
規
定
を
有

す
る

一
九

二
四
年

の

ヨ
ー

ク

・
ア
ン
ト
ワ
ー

プ
規
約

は
共
同
海
損

の
範

園
を
定
め
た
る
C
條
第

一
項

に
於
て
、

「
共

同
海
損
行
爲

ノ
直

接
結

果
タ

ル
損
害
損
失

叉

ハ
費
用

二
限

リ
共
同
海
損
ト

シ
テ
賠
償

セ
ラ
ル

・
モ
ノ
ト

ス
」

と
あ
り
。
滞
船

料

は
共
同
海
損

の
直

接
結
果

た
り

や
否

や
に
關

し

て
は
、
同

じ
く
第

二
項

に

「
航
海
逞

延
ノ
結
果
船
舶

叉

ハ
積
荷

ノ
蒙

ム
リ
タ

ル

共
同
海
損
に
於
け
る
代
換
費
用
の
研
究

五
四

一



五
四
二

損
害
損
失

及

ヒ
其

ノ
同

一
ノ
原
因

二
因

ル
間
接

ノ
損
失
例

ヘ
ハ
滞
船

料
及

ヒ
市
債

ノ
攣
動

二
因

ル
損

失
ノ
如

キ

ハ
共

同
海
損

ト

シ

テ
容
認

セ
ラ

レ
サ
ル

モ
ノ
ト

ス
L

と
規
定

し
て
ゐ
る
が
、
滞
船
料
は
果
し

て
闇
接
的

損
害
な
り

や
。
從
來

ギ
リ

シ
ヤ
を
除
向
各
國

の
實
際

は
之
を
以

て
間
接
的
結
果
な
り
と
し

て
之

を
共
同

海
損
よ
り
除
外
し

て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
b
。
ミ
巳

。q・
氏
は

。。
ず
ぢ
。
ξ
需
㌦
。。

ラ

一
。
ω
。。
。
昂
ユ
B
。

一。D
げ
9
一凶
昌
。
Φ
山

ξ

騨

8

凌
窃
唱
o
昌
傷
ぎ

σq

一〇
。・
。・
o
嵩

島

①
想
碧
け
o
牛
昏
①
o
≦
昌
自
・・
亀

島
・
雷

茜

9

と

論

趨

、

亦

佛

の

]≦
.

∪
.
男
同
。
戯
同
。
ヨ
乙
.
。。
氏

は

「
到

る
庭

に

於

て

叉

常

に

滞

船

料

は

共

同

安

全

の
爲

の
行

爲

の

闇

接

的

結

果

で

あ

り

、

從

つ

て
之

は

共

同

籍

上
精
算

の
目
的

と
す

る
は
警

な

ら
す

と
考

へ
ら
れ

て
來
た

の
で
獣

・
」
と
言

つ
て
ゐ
る
・
英

國

の
實
際

に
於

て
も

一
九
〇

の

二

年

の

↓
げ
.

い
.
一再
.
§

號

事

件

に

於

て

切
弩

ロ
8

判

事

は

次

の

如

く

述

べ

て

同

國

法

制

上

の

立

場

を

明

か

に

し

て

ゐ

る

。

即

ち

歪

6
黛。
。。
①
。り

嵩
冨

島

①

蔑

⑦
。。Φ
昌
計

荘

㊦

一
〇
。・
。・

o
出

ユ
ヨ

①

♂

8

ヨ
巳

o
昌

8

9
=

梓
ぽ

醤

円
二
Φ

。・

繭暮

自
o
。・
言
9

暫
嵩
傷

9
目

ω
託

h臼

畠

日
麟
。・㊦
α

ξ

昏
⑦

山
㊦
一幼
ざ

。。
。

島
鉾
什
9

①
自
節
日
お

。
。・
ξ

一
〇
・。
・・
o
剛
ユ
日
①
ヨ
躇

び
の

8

霧

峯
巽
a

箕

ε

。
拭

o
昌
鉾
⑦
8

昏

。

一葺
①
器

。・什
9

§

ユ
日
ミ

σ
①
謀

段
O
暮

O
出
8

諺

崔
①
話
一一〇
P

と

o

要

す

る

に

そ

の

理

由

と

す

る

と

こ

ろ

は

、

時

闇

の
損

矢

は

船

舶

積

荷

共

通

の
も

の

で

あ

り

、

そ

れ

は
共

同

海

損

行

爲

の
聞

接

的

結
果
な
り
と
言
ふ
簿

あ
る
こ
と
は
明
白
で
獣

。
然
る
に
鶴

西
に
於
て
は

一
九
二
五
鴛

.憂

=基

訴
院
の
製

を
受
け

た

る

≦
、罠
①
。・ロ
.
昌
號

事

件

に
於

て
は

、
期

聞

傭

船

さ
れ

た

る
同

船

が

損
害

の
修

理

申

の
滞

船

期

間

の
船

主

の
受

け
た

る
損

失

を
共

同

海
損

と
し

て
判

決

さ
れ

た

の

で
俄
然

斯
界

の
注

目
を

引

い
た

の
で

あ

る

が

、
其

の
判

決

に
於

て
堪

航

性

の
申

断

(Z
9
詮
鳴

巨
凶跡

一昌
博..
同
。
ヨ
娼
鋸
.
)
は
共

同

海

損

た

る

べ
き
全

損

害

の

一
部

で
あ

り

、

そ

の
損
害

の
修

理

は

現
實

の
損

失

(費

ヨ
2

8

・
8
。
彊
窪
・・)
と

1)

2)

3)

4)

5)

Fairplay,Mar.29,Ig34.P.645.
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得

ら

る

べ

き
利

釜

の
喪

失

(一二
〇
目
二
5P

∩①ωgD9
昌
qり)
を

同

時

に

包
含

す

べ
き

で
あ

る

と
な

し

、

傭

船

が
船

主

傭

船
者

聞

の
運

途

契
約

で

あ

つ

て
荷

主

に
封

し

て

は
無

關

係

の
も

の

で
あ

る

こ
と

は

蝕

で

は
問

題

に
な

ら
な

い
も

の
と

し

て
、
其

の
滞

船

料

を
共

同

海

損

の

の

直

接
的
結
果
な
り
と
し
た

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
翌
年

の
同
國
破

殿
院

の
判
決

に
於

て
も
確

定
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
亦

こ
の
見
解
は

ラ

竃

匿
農

號
事
催
、に
於
け

る

一
九

二
七
年

の

U
巷

冨
お
器

商
事
裁
判

所

の
判
決

に
於

て
又

一
九

三
四
年

の
破
殿
院

の
判
決

に
於

て

も
探

用
さ
れ

て
ゐ
る

の
で
あ

る
。
佛
蘭
西

の
學
読

に
於

て
も
之
を
認
め
ら
れ

、
空
9
昌

氏

の
言

ふ
に
は

「
我

々
の
意

見

で
は
滞
船

料
を
共

同
海
損

と
す

る
…場
合
が
あ
る
。
・
事
實
他

の
総

べ
て
の
利
釜

が
利
す

る
と
こ
ろ

の
犠

牲

に
よ
り
損
害
を
受
け
た
る
も

の
は
、

他

の
者

と
同
様

の
地
位

に
置

か
れ

る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
然

る
に
船
主

が
滞
船

(い
躍
B
ヨ
o
げ
霞
。。
節ユ
o
昌
山
=
塁
く
岸
①)に
よ
り
受
け
た

る
損
害
を
考
慮
す
る

と
せ
ば
斯
く
は
な
ら
な

い
で
あ

ら
う
。
民
法
上

の
責

任
を
決
す

る
場
合

に
滞
船
料
を
も
受
け
た
る
損
害

の
申

に
包
含

せ
し
む

べ
き
こ
と
を
要
求
し
得
る
と
同
檬

の
原

理
に
よ
り
之
を
共
同
海
損

と
せ
ざ

る
を
得
な

い
で
あ

ら
う
。

そ
れ

は
遜
く

べ
か
ら
ざ
る
損
失

に
關
す
る
も

の
で
あ
り

、
且

つ
共

同
海
損
後

に
獲
生

せ
る
事
故
を
以

て
其

の
損
失

の
原
因

と
は
考

へ
ら
れ
ざ
る

　

ラ

さ

り

が
故

に
、
何

人

と
難

も

間

接

的
結

果

な

り

と

は
主

張

し
得

な

い
で
あ

ら

う
」
と

し

て
ゐ

る
。
亦

い
9
ヨ
巴
讐

畔
①
氏

は

缶
霞
巴
騨
日
げ
崖

。。

の

氏

の
意

見

と
し

て

「
滞

船

料

は
共

同
海

損

行

爲

の
直

接

的

結

果

で
あ

る
か

ら
共

同

海

損

と
し

て

認

む

べ
き
を

主

張

し

て
ゐ

る
。

同

氏

の
言

ふ

に
は

、

『
船
舶

を
滞

船
す

る

こ
と

な
く

し

て

は

修

繕

が

不

可
能

な
る

と

き

は

、

海

損

は

い
は

ゴ
修

繕

と
此

れ

を
行

ふ

に

要

す

る
時

聞

を

包
含

す

る

と
言

ひ
得

る
。

(○
昌

需
幕

象
『o
ρ
二
〇
一。
ω
碧

9
円冨

貯
8
巷
o
器
コ
叶
o
昌

ρ
需

5
器

ω
。
淫
。
房

H9
鎚
践

。
旨

9

一①

需
ヨ
甥

ぎ
侮
9

窪

ω子
一⑦
弓
2

二

。
。。
。
穿

。
2
。
「●)
勢

務

の
途
行

に
は

人
聞

の
介

在

を

無

覗

し

て
考

へ
ら
れ

な

い
と
同

様

に
、
損

共
同
海
損

に
於
け
る
代
換
費
用
の
研
究

五
四
三

6)

8)

9)
Io)

7)Lamalgn6re,oP.clt・,1)P・150-151・
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op.clt,,PP・157-9・

Haralambidis,Del'admissibilit6enavariegrossed,indelnnit6dech6mage,

pourimmobilisationd,uneI〕avirependentIar色paration(lesdommageラ(laus6

parunacted,avariecommune.(RevuecritiquedelegislationetdeJurlspr一



五
四
四

害

の
修

繕
は
塞
間

と
時
間

を
離

れ

て
行
は
れ

る
と
は
考

へ
ら
れ
な

い
。
』
『
ボ
ー

ル
ド
商
事
裁
判
所
が
滞
船
は
共

同
海

損
行
爲

の
間

均

接
的
結

果

で
あ

る
と
言

ふ
如
き

は
理
由

の
な

い
主

張
で
あ

る
。
吾
人

の
意

見

で
は
共
同
海
損
行
爲

の
結

果
運
賃

を
獲

得
し
得
す
且

つ
共

の
滞
船

に
よ
り

て
然

ら
ざ
れ
ば
蒙

む
る
こ
と
な
き
損
失
を
受
く
る
船
主

は
、
各

々
の
場
合

に
於

て
決

せ
ら
る

べ
き
賠
償
を
要

求

し
之
を
受
取

る
樺

利
あ
る
も

の
と
す
」

と
。
然
も
同
氏
は
此

の
理
論

の
根

篠
を
衝
突

の
場
合

に
認
め
ら

れ
た
方
法

に
求

め
て
ゐ

る
。
即

ち
こ

の
衝
突

の
場
合

は
物

理
的
損

害

の
修
繕
費

の
み
な
ら
す

更

に
修
繕
期
闇
中

の
滞
船

に
封
す

る
賠
償
を

も
合

し
た
る
も

の
を
以

て
其

の
全
損
害
と
な
し
、
叉
そ

の
法
規

上

の
根
擦

と
し

て
は
商

法
第

四
〇
〇
條

の
修
繕
期
聞
中

の
船
員

の
給

料
食

費
を
期

聞
傭
船

の
場
合

は
共

同
海
損

と
認
む

る
の
規
定

に
求
め

て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
L

と
述

べ
て
ゐ
る
。
寄

鼠
3
8
錠
。
ω
氏
は
衝
突

の
場
合

は
過
失

に
起
因

し
共

同
海
損

の
場
合

は
何
等
契
約

上
叉
は
不
法
行
爲
上

の
責
任
な

し
と
し

て
其

の
取
扱

ひ
を
異

に
す

べ
き
を
主
張

)

.

)

ゑ

ヒ

う

す

る
が
、
原
因

と
結
果

の
關
係

に
於

て
特

に
衝
突

と
共
同
海
損
と
を
匝

別
す

べ
き

必
要
は
認
め
ら
れ

ぬ
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

然

ら
ば

ヨ
ー

ク

・
ア

ン
ト
ワ
ー

プ
規
約

に
於

て
は
か

玉
る
取
扱

ひ
は
如
何

に
解
す

べ
き
か
。

同
規

定

の
C
條

に
於
け
る
滞
船

料

勘

の

取

扱

ひ

に

關

し

、

空

鴇

詳

氏

は

、

∩
簿

言

牢

じq
♂

⑦
鴇

隅
。・。・
雷

日

9
一
界

象
聡

ρ

8

葺

畠
、静

o
a

窟

↓
8

ρ
二
。
、旨

①
馬

㈹
冨

げq
曾

町
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器

儀
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冨
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忌
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巳
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象
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冨
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⑦

ρ
器

ω
一

〇
ロ
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2
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像
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冒
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・

と

言

ひ

、

叉

ピ

9。
8
駄
碧

穿

⑦

氏

は

口

詰

ω
巳
需

牙

8

9

葵

o

ρ
器

『

∩
ま

B
お

0

5
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ガ
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行

爲

の
直
接
的
結
果

か
ら
排
除
さ
れ

る
こ
と
は
な

い
が
、

そ
れ
が
間
接
的
結
果
た
る
場
合

に
於

て
は
之
を
共

同
海
損
と
認

め
ず

と

の
解
輝
を

と

つ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

以
上
要
す
る

に
滞
船
料
を
共

同
海
損

に
容
認
す
る

や
否
や

に
關

し

て
は
、
何

時
迄
も
英

國
主
義

の
将
内

に
止
ま
る

こ
と
な
く
佛

蘭
西
學
者

の
所
読

に

一
顧
を
輿

ふ
る
に
よ
抄
、
場
合

に
よ

つ
て
は
之
を
共
同
海

損
と
認
む
る
こ
と
こ
そ
正
義
衡
亭

の
原
理

に
適

ふ

こ
と

Σ
な

る

の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

扱

て
然

ら
ば
滞
船
料
は
代
換
費
用

と
し

て
共

同
海
損

に
容

認

せ
ら
る

べ
き

か
。
滞

船
料
が
共

同
海
損

と
し

て
絶
蜀

に
認
め
ら
れ

ざ

る
限
り
、
之

を
代
換
費
用

と
し

て
更

に
共

同
海
損

に
認
む
る

こ
と
は
、
假
令
代
換
費

用
が
共

同
海
損

の
諸

要
件

の
総

べ
て
を

充

た
す
こ
と
を
要

せ
ざ
る
も

の
で
あ
る
と
難
も

、
出
來

る
限
り
代

換
費
用

の
容
認
が
嚴
格

な
る
制
限

の
下

に
置
か
れ
ん
こ
と
を
求
む

る
場
合

に
於

て
は
當
然
許

さ
る
べ
・き

で
は
な

い
の
で
あ
る
。
然

る
に
既

に
述

べ
た
如
く
佛
蘭
西

に
於

て
或
場
合
は
之
を

直
接
結
果

と
し

て
共

同
海
損

に
認
め

て
ゐ
る
以
上
、
代
換
費
用

に
開

し
て
も
此

の
原
則
を

取
り
入
れ

て
滞
船
料
を
代

換
費
用

と
し
て
共
同
海

)

)

ゆ　

ア

ぱ

て

損

に
容

認

せ

る
判

決

並

び

に
學

訟

を

認
む

る

の
で
あ

る
。

而

し

て
之

を
代

換

費

用

と

し

て
認

め

ざ

る

の
理
由

は

、

滞
船

料

は

現
實

の
損
失

(d
琴

窟

碁
・
募
亀

ゆ)
で

な

く
推

定
的

主

観

的

損

失

(O
ま

窟
洋
①
b
巽
。。。
琶

巴

Φ)
で
あ

つ
て
共

同
海

損

に
精
算

さ

る

べ
き

も

の

で
な
く

、
亦

一
九

二

四
年

の

ヨ
ー

ク

・
ア

ン
ト

ワ
ー

プ
規

約

倣
特

に
其

の
F
條

に
於

て

「
損

失

」
(窟

H傍ρ
一。
。・u・)
を

創

除

せ

る

励

に
よ
り
嚴
格

に
制

限
せ
ら
る

曳
黙
よ
り
も
見
れ

ば
冷
之
を
代

換
費

用
よ
り
排
除
す

べ
し
と
言
ふ

の
で
あ
る
が
、
之
を
認

め
ん
と
主

張
す
る
根

擦
は
滞
船
料
も
亦
共

同
利
釜

の
爲

に
と
ら
れ
た
る
手
段

に
よ
る
損
害

の

一
部
を
構
成
す

る
も

の
で
、
避
難
港

に
於
け
る

共
同
海
損
に
於
け
る
代
換
費
用
の
研
究

五
四
五

16)

17)

i8)

Maryland號 事 件Ig32年 セ イ ヌ 商 事 裁 捌 所 列 決 。

Bonnecase,Uneapplicationdelanotiond,enrichlssementsanscausccndroit

maritime(Revuededroi亡fragaiscommercia1,maritimeetfisca1,IoD6c.,

Ig30,PP.170・ 一一一1)Lamaignさre,oP。cit.,P.184.

JugemetduTrib.com.Seine,18avr.Ig3夏,cit6parLamaignさre,op.clt・,

PP.162--3.



五
四
六

假

修

繕

の
際

の
修

繕

費

と
共

の
修

繕

期

間

中

の
滞

船

料

は
不

可
分

の
關
係

に
よ
り

一
を

置

い
て
他

を

理
解

す

る

こ

と

は
不

可
能

な

る
を

以

て

Ψ
あ

る

と

す

る
。

亦
共

の
F
條

に
於

け

る

「
U
曾
o
霧
o
ω昌
ω曄
忌

o
な

る
語

は

自

日
呂

8

⑦
ヨ
。お

窪
g。
と

ご
。歪
ヨ

8
㍗

。・碧

。。
と

を

同
時

に
包

撮

せ

ん

が
爲

に
充

分

廣
義

に
認

む

る
如

く

解

繹

す

べ
き

で
あ

る
。

若
じ

そ

れ

必

要
な

れ

ば

U
9
8

ω窃

。。ロ
守

ω
簿

忌
①
。。
な

る

語

の
代

り

に

く
曽
冨
舞
。・
ω島

。。捧

鼠

⑦

を

以

て
す

べ
き

で
あ

る

。

斯

く

て
原
則

上

得

ら

る

べ
き

利

釜

の
喪

失

を
代

換

費

用

の
範

國

に
認

め

ん

と
す

る
。

こ
れ

に

よ
り

徒

ら

に
代

換
費

用

の
範

團

を

無
制

限

に
彊

大

せ

ん

と
す

る

も

の

で
は

な

い
。

蓋

し

得

ら

る

べ
き

利

釜

の
喪

失

を
容

認
す

る
は

、
共

同
海

損

行

爲

の
直

接
結

果

た

る
限

度

に
於

て

の
み

で

あ

る

か
ら

。
レ
と

ピ
9
ヨ
騨
置
9
器

麟

は
言

つ
て
ゐ
る
。
然

し
乍
ら
此

の
費

用
な
る
語

は
斯
く

の
如
く

曾
ヨ
歪

ヨ

①
B
窪
σq
。
蕊

と

ぎ

コ
ヨ

。8
器
蕊

に
分
ち

て
解
羅

し

之

を
論
す

る
よ
り
も
、
此

の
匿
別
を
問

ふ
こ
と
な
く
軍

に
其

の
生
じ
又
は
生
す

べ
き
損
害
が
、
直
接
的
現
實
的
な
も

の
な
り

や
否

や
を
匠
別
し

て
考
察

し

て
差
支

へ
な

い
も

の
と
思

ふ
。

之

を
要
す

る

に
、
滞
船

料
は
も

と
よ
り
総

べ
て
の
場
合

に
於

て
主
観
的
想
像
的
損
害

の
み

で
は
な

い
。
現
實

的
直
接
的
な
損
害

の
場
合

も
あ
り
得
る

の
で
あ

る
。
即
ち
期
聞
傭
船

の
際

に
於
け

る

○
富

口
ぎ

に
野
し

て
傭
船
者

の
支
佛

ふ
こ
と
を
要

せ
ざ
る
傭

船

料
は
、
決
し

て
船
主

の
主
観
的
推
定
的
も

の
で
は
な
く
現
實
的
損
害

で
あ

る
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。
從

つ
て
吾
人
は
滞
船

料
を

以

て
代

換
費

用

に
非
す

と
す

る
説
は
探

る
こ
と
は
出
來
な

い
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
F
條

に
於
け
る
費
用

の
意

義
は
之
を
含

め
て
解

す

る
こ
と
は
、
代
換
手
段

を
と
る

に
際
し

て
船

長
を

し
て
容
易

に
共

の
決

心
を
途
行

し
得
せ
し
む
る
上

に
於

て
、
絡

局
に
於

て
航

海

團
艦

の
利
釜

に
適

す
る

こ
と
と
な

る

の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

rg)OP.cit.,P .185.



②

代
換
費
用
額
よ
う
船
主
の
経
費
節
約
額

の
控
除
に
就
て

海

難

に
よ
り
損
害
を
蒙
り
た
る
船
舶

が
遜
難
港

に
於

て
積
荷
を
陸
揚
し
修
繕
を

完
了
し

て
再

び
積

込
み

の
上
其

の
航
海
を
完
了

す

る
代

り

に
、
即
ち
之

が
爲

に
要
す
る
多
額

の
共

同
海
損
費
用

の
獲
生
を
避
け

て
共

の
積
荷
を
代
船

に
ょ
り

叉
は
陸
路
鐵
道
等

に

依
り
目
的
地

に
逡

達
す

る
場
合

に
、
共

の
代
船

運
賃

叉
は
鐡
道
運
賃

の
全
額
が
節
約
さ
れ

た
る
共

同
海
損
費
用
を
超
過

せ
ざ
る
限

の

、
之
を
共
同
海
損

と
し
て
容
認
す
る
か
否
か
に
關

し
て
は
賛
否
爾
様

の
取
扱
方
法
を
護

見
す
る

の
で
あ

る
。

そ
れ
は

ヨ
ー
ク

・

ア

ン
ト
ワ
ー

プ
規
約

F
條

の

「
鹸
分

ノ
費

用
」

(国
答
雷

8
ωび

9
ロ
。
蕊
・
。。ξ

幕

ヨ
。葺
葺

・)

の
解
繹
如
何

に
よ
り
決

せ
ら
る

」
問

題

で
あ
る
。

先

づ
代
換
費

用
と
し

て
の
代

船
又
は
陸
上
運
賃
中
よ
り

之
が
爲

に
船
主

の
要

せ
ざ
り

し
船
員

の
給

料
食
費
燃
料
及
び
前
後

の
諸

費

用

の
見
積
額
を
控

除
せ
る
も

の
と
な
す
読

よ
り
見
る

に
、
英

の

因
&

。
開
氏
は
次

の
如
く
之
を
肯
定
し

て
ゐ
る
。
即

ち
、
「
鼓

に

覇

注
意

す

べ
き
は
、
本
條

の
規

定
に
よ
り

取
扱

は
る

玉
も

の
は

『
飴
分
』

の
費

用

に
限
ら
れ

る
こ
と

で
あ
る
。
同
檬

の
制
限

が
第

十

條

⑥

に
も
示
め
さ
れ
、
そ
れ

に
は

『
其

ノ
曳
船
積

替
及

ヒ
蓮
途

又

ハ
共

ノ
何

レ
カ
ノ
爲

二
要

シ
タ
ル
飴
分

ノ
費
用

二
限
リ

(
節
約

サ

レ
ク
ル
異
常

ノ
費
用

ヲ

限
度

ト

シ
テ
)
』

代
換
費

用
と
し
て
容

認
す

べ
し
と
規

定

し
て
ゐ
る
。

同
規
定

(
一
八
九
〇
年

の
規
定

と
全
然

同

一
で
あ

る
。
)

を
適

用
す

る

際

の
我
國

多
数
精
算

人

の
慣
習

は
、
先

づ
航
海
完

了
並
び

に
積
荷
引
渡

の
見
積
費
用
を
船

主

に
課

し
、
然

る
後
そ

の
額
と
代
換
手
段

の
費

用
と

の
差
額

(
若

し
あ
ら
ば
)
を
代
換
費
用

と
し

て
取
扱

ひ
、
而
し

て
之
を
共

同

共
同
海
損
に
於
け
る
代
換
費
用
の
研
究

五
四
七

20)F條 な指 す。



五
四
八

海
損

と
他

の
利
害
關
係
者

と

の
間

に
之

が
爲

に
節
約
さ
れ

た
る
異
常

の
費
用

の
割
合

に
鷹

じ

て
分
配

し
て
ゐ
る
・の
で
あ
る
。
此

の

慣
習

は

『
訟
分

ノ
』

な
る
語

の
使
用

に
よ
り
表

示
さ
れ

た

る
同
規

定

の
趣
旨

に
適

ふ
と
言

ふ
理
由

の
み
な
ら
す

次

の
所
読

に
よ
グ

正
當

と
認
め
ら
れ

て
ゐ
る
。
即
ち
冤
責
事
故

に
よ
り
妨
げ

ら
る

」
に
非
ざ
れ

ば
積

荷
を
定
め
ら
れ
た
る
仕
向

地
に
於

て
引
渡
す

べ

き
は
運
途
契
約
上
船
主

の
義

務
で
あ
る
と
言

ふ
の
で
あ
る
。
本
規
定

の
事
情

に
於

て
は
明
か

に
船
主

は
航
海
完
了
を
妨
げ
ら
る

瓦

こ
と
な
く
通
常

の
手
段
を

と
る
よ
り
も
更

に
費
用

の
少
額
な

る
方
法

に
訴

へ
て
総

て
の
關
係
者

に
與

ふ
る
節
約
を
考
慮

せ
る

の
み

で
あ

る
。
然

ら
ば
船
主

は
何
故

に
運
賃
獲
得

の
爲

の
通
常
経
費

の
員
澹

を
冤
れ

て
以
て
災
害

に
よ
り
利
釜
を
受
く

べ
き
も

の
な
り

や
。
f

-先
づ
自
己

の
員
澹

と
な

る
べ
き
通
常
経

費
全
部
を
員
捲
す
る
代

り
に
他

の
利
害
關
係
者

と
共

に
其

の
割

合

に

磨

じ

て

『
代

換
費
用
』
を
分
澹
す

る
に
至
る

の
み
な
れ
ば
船
主

と
し
て
は
大

い
に
利
釜

と
な

る
だ
ら
う
か
ら
。

此

の
慣
習
は
假
令

一
般

的
な
も

の
と
し
て
認
め
ら
れ

得
ざ
る
も
、
共
同
海
損
費

用
に
代

は
る

べ
き
費
用

の

『
飴
分

ノ

モ
ノ
』

な

恥

る
必
要
を
更

に
張
調

せ
る
F
條

の
規
定

よ
り
し
て
確

か
に
何
等
か

の
支
持
を
受
け
る
も

の
で
あ

る
。
L

と
。

亦
米
國

の

0
8
駐
。
ロ
氏
は

「
本
條

(
第
十
條

⑥
)
に
於
け
る

『
飴
分

ノ
費

用
』
な
る
語
は
曳
船
積
替
叉
は
運
逡

の
総
費
用
を
意
味

す

る

の
で
は
な
く
、
そ

の
総
費
用
中
よ
り
船

主
が
代

換
方
法
を
探
用

せ
る
が
爲

に
節
約

せ
る
費
用
を
控
除

せ
る
も

の
を
言

ふ
。
曳

船

の
場
合

に
は
汽
船
な
れ
ば
燃
料
及
び
機
關
用
品

の
節
約

が
あ
り
、
而

し
て
亦
輻

途
な
れ
ば
給

料
食
費
燃

料
並

び

に
機
關
用
貯
藏

鋤

品

、
目
的
地

に
於
け

る
港
費
其

の
他

の
諸

掛
及
び
積

荷
陸
揚

費

の
節
約

で
あ

る
」
。

と
言

つ
て
ゐ
る
。

猫

乙
に
於

て
も

国
×
9
ヨ
写
巽

氏
は

「
然

し
乍
ら
私
見

に
よ
れ
ば

『
飴
分

ノ
費

用
』
な

る
語
は
、
特

に
明
白

に
そ

れ
は
通
常
要
す

21)Rudolf,ibid.,PP.57-8,Note(a)・

22)Ibid.,p.138.



る
費
用
を
越

へ
て
支
出

さ
れ

た
る
費
用

の
み
を

現
す
も

の
で
、
之

が
代
換
費

用
と

し
て
取
扱
は
る

玉
こ
と
を
要
す
。
然

る

に
佛
文

は
曳
船
叉
は
運
途

の
費
用
は
全
く
不
可
分

の
も

の
と
考

へ
ら
れ

て
ゐ

る
。

絡

局

に
於

て
共

の
費
用
を
員

憺
す
る
保
瞼
者
も
亦
そ

の
節
約
費

用
を
計
算

に
入
れ

な

い
ζ
と
は
、
法

の
規
定

に
逆
く

の
み
な
ら

恥

す

公

の
秩
序

に
も
反
す

る
と
主

張
す
る

の
で
あ
る
。
L

叉

団
。
3
σq
誌
げ
巽

氏

は

い
舞
o
器
。・①

の
字
典

に
よ
り
佛

語

の

。。
ξ
巳
①日
①
亭

雷
一冨

の
意
味
を
槍
索
し
以

て

「
仕
向

地

に
商

口㎜
を
運
逡
す

る
際

に
第

一
船
舶
が
要
す

べ
き
費
用
を
超

過
せ
る
部
分
」
と
言

ふ
と
な

し

、
規
定
第

九
條

の
燃

料
に
供

さ
れ
た
も

の

玉
債

格
中

よ
り
普

通
要
す
る
燃

料
費
を
控
除
せ
る
も

の
あ
る
を
以

て
此

の
場
合

に
於

騒

て
も
然

ρ

と
し

て
ゐ

る

の

で
あ

る
Q
L

鋤

斯

く

て
英
米
猫
更

に
ス
カ

ン
ヂ
ナ
ビ
ヤ
諸

國

に
於
て
も
代
換
費

用
中
よ
り
船
主
節
約
額

の
控
除
を

し
て
ゐ
る

の
で
あ

る
。
叉
國

際
規
定

と
し

て
は

一
九

一
四
年

の

∪
。
ξ
壁
=

氏

の

∪
轟
津

葺

興
§
什6
昌
巴

8
像
①
H
巴
註
轟

8

0
①
昌
窪
巴

卜
く
①
蚕
σq
。

の
第

十
條
㈲

に
も

「
之

ガ
爲

二
節
約

シ
得
タ

ル
通
常
航
海

二
要

ス
ベ
キ
費
用

ヲ
控
除

セ
ル
後
」

と
規
定
し

て
以

て
此
れ
を
明

か

に
せ
ん
と
し
た

の
で
あ
る
。

然

る
に
佛
蘭
西

の
慣
習
は
之

に
反
し
積
替
運
逡

賃
よ
り
船
主

の
節
約

部
分
を
控
除

せ
ざ
る

も

の
と

し

て

ゐ

る
。
い
溝
日
9
茜
幕
器

は

こ
れ

に
就

て
、
そ

の
法
律
上

の
理
由

と
し
て
ω
佛
蘭
西
は
此

の
黙

に
就

て
沈
黙

せ
る
を
以

て
當
事
者

の
共
通

の
意
思
を
知
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
と
。
②
佛

蘭
西
法

(
第

四
〇
三
條

)
は

此
の
場
合
船
員

の
給
料
食
費
を
分
憺

せ
し
む
る
こ
と
な
く
船
主

の
員
澹

と
せ

る
を
以

て
、
航
海
縫
績
を
中
止

せ
る

に
因

る
船
主

の
節
約
費
を
共

同
海
損

よ
り
控
除

せ
ざ

る
の
が
通
常

で
あ

る
。
從

つ
て
得
る
と

共
同
海
損
に
於
け
る
代
換
費
用
の
研
究

五
四
九

23)

24)

Examiner,Fraisder6expeditiondemarchandisesd,unportderefugecomme

d6pensessubstltuesd'avai'iecommune,(Revueinternationaled,assurancema「-

itime,vol.Xnl,No.4,P.60)

Hochgr蕊ber,1・esdepensessuppl6mentairescommed6pensessubstltu6ed,apres

1・・.Rさ91・ ・d'Y・ ・k・td'A・versd・ ・g・4.(Revu・h・t・ ・.ass…n・em・i,・ ・1・

XIII,No.81g,pp.g7--98)



五
五
〇

失

ふ
と

の
釣
合
が
と
れ

て
ゐ
る
こ
と
。
③
佛

蘭
西
精
算
人

の
此

の
慣
習

は
傳
統
的
な
も

の
で
あ

る
こ
と
。
㈲
最
後

に
運
賃
は
前
佛

さ
れ

て
返
還

せ
ら
る

玉
こ
と
な
き
を
以

て
精
算

人
は
共
同
海
損

の
範

園
外

の
こ
と
に
就

て
兎
角
言

ふ
こ
と
が
出
來

ぬ
。
と

の
諸

黙

を

あ
げ

、
更

に
そ

の
事
實

と

の
考
察

と
し

て
①
船

長
は
荷
主

に
相
談
す
る
こ
と
な
く
代
換
手
段
を
探
用
す
る
。
そ

し
て
船
舶

の
修

繕
完

了
迄
積

荷
を
待
機

せ
し
め
得

る
こ

と
。
②
船
主

が
節

約
費

用

の
控
除
を
な

さ
す

と
言

ふ
も
、
荷
主

も
亦
そ
れ

が
爲

に
非
常

な

利
釜
を
得

る
の
で
は
な

い
か
と
言

ふ
こ
と
。
③

船
主

の
運

賃
算
定
は
將
來

の
瓢

を
も
考
慮
し

て
ゐ
る
か
ら
假
令
航
海

申
止

に
よ
り

節
約

し
得
て
も
結
局
大

し
た
も

の
に
は
な
ら
ぬ
と
言

ふ
こ
と
。
㈲

最
後

に
最

も

主
要
な
る
黙

は

前
彿
運
賃

坤
簿

碧
豊

一ω
節
8
昌

曾
9
。
ヨ
⑦
鼻

に
就

て

ゴ
あ
る
。
此
れ
は
航
海

申
止

の
場
合

も
叉
如
何

な
る
と
き
も
絶

膿

に
返
還

し
な

い
も

の
と
し
て
船
荷
誰

券
叉

は
傭
船
契
約
書

に
規
定

が
あ
る

の
み
な

ら
す

、
積

荷

の
員
捲
債
格
中

に
も
加
算

さ
れ

る
の
が
慣
習

で
あ
る
。
そ
れ

で
航
海

が
縫
績

さ
れ

て
も
亦
遅
滞
す
る
も
之
を
返
還
し
叉
は
追
徴
す

る
も

の
で
な

い
か
ら
、
荷
主
と
し

て
は
契
約
締
結

の
と
き
か
ら
何
等

の
留
保

を

も
附
す

る
こ
と
な

く
其

の
危
瞼
を
引
受
け

て
ゐ
る
故

此
れ
を
失
ふ

て
も
何
も

言
ふ
事

が
出
來

ん
か
ら

で
あ
る
。

と
言
ふ
こ
と
を

述

べ
て
之
を
詮
明
し

、
更

に
佛
蘭

西
も

亦
英
國

の
慣
習

の
影
響
を
受
け

て
此
れ

に
從

ふ
精
算

の
行
は
れ

て
ゐ
る
も

の
あ
る
は
見
逃

鋤

せ
な

い
と
し
て
ゐ
る
。
而
し

て
我
國

に
於
て
は
佛
蘭
西

の
慣
習

に
擦

つ
た
も

の
と
は
考

へ
ら
れ

ぬ
が
、
大

正
三
年

の
四
國
丸
事
件

に
於

て
大
蓮
港

よ
り
其

の
積
荷
を
扶
桑
丸

に
積
替

へ
若
松
港

に
て
引
渡

し
た
る

一
、
一
四
三
噸
九
二

の
蓮
賃

一
、
一
四
三
圓
九

二
鏡

助

ば
其

の
儘
何
等

の
控
除

を
行

は
す
し

て
代

換
費

用
と
し

て
共
同
海

損

に
容
認

せ
ら
れ
た
る
を
見
れ

ば
、
我

が
法
律
上
は
英

國
慣
習

に
從

は
ざ
る
は
明
か
な
と
こ
ろ
で
あ

る
。

薩
＼;穆細

一_♂'

25)

26)

27)

Examiner,oP.ci亡.,P.6r.

Lamaigner,oP.cit,,PP.193-Ig6.
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然

ら
ば
此

の
相

反
す

る
二
つ
の
取
扱

に
於
て
其

の
何
れ

が
正
し
き
か
と
言
ふ

に
、
も
と
よ
り

「
蝕
分

ノ
」

の
語

の
解
繹

が
質
的

な
も

の
と
し

て
考

ふ
る
と
き
は
、
佛
蘭
西

の
慣
習

や
我
國

の
法
律
上

の
取
扱

と
難
も
無
得

に
排
除

せ
ら
る

べ
き
も

の
で
は
な

い
の

で
あ
る
が
、
之
を
量
的
に
考
察
す

る
と
き
は
當
然

控
除
す

べ
き
も
の
で
あ
ρ
、
叉
之
を
斯
く
解

す

る
こ
と
が
最

も
衡

早
の
原
理

に

物

適

ふ
も

の
で
あ
る
こ
と
は
既

に
井
上
敏
授

の
指

適
さ
れ
た
通
り

で
あ
る
。
亦
斯
く
解

す
る

こ
と
が
此
の
問
題

に
封
す

る
世
界

の
傾

鋤

向

で
あ
り
、
叉

い
彗

巴
ひq
忌
器

氏
も
言

へ
る
如
く
、
代
換
費

用
中
よ
り
船
主

の
節

約
経
費
を
控
除
す

べ
き
や
否
を
決
す

る
の

「
困

難

は
①
船
主
は
運
途

契
約
を
尊

重
し

て
積
荷
を

仕
向
地

に
て
引
渡

す

べ
き
義

務
と
②
積

荷
主

が
特
約

を
特

に
前
佛

運
賃

に
關
す

る

特

約
を

尊
重
す

べ
き
義

務
と
の
衝
突

よ
り

生
す

る
も

の
で
あ
り

て
、
此
等
を
読
明
す

る
こ
と

に
よ
り
容
易

に
考

へ
ら
る

玉
此
の
原

則

が
其

の
適

用
に
於

で
困
難
を
生
す

る
も

の
で
あ
φ
、
爲

に
各

々
の
場
合

に
就

て
之
を
槍
索
す

る

に
至
る

の
で
あ

る
。
然
し
乍
ら

吾
人
は
之
を

一
般
的

に
解
羅
し

て
統

一
的
適
用
を
與

へ
ん
と
す

る
の
希
望

か
ら
、
船

主
の
節
約

額
を
控
除
す

る
英
國
慣
習
を
探
用

鋤

せ

ん

と

欲

す

る

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

更

に

一
麿

衡

平

の
原

理

に
適

ふ

も

の

な

る

が

爲

で

な

く

、

此

の

黙

に

就

て

世

界

の

各

國

に

於

て

統

一
せ

ら

れ

る

こ

と

を

欲

す

る

が
爲

で
あ

る

。
」

と

。

斯

く

て
其

の
統

一
の
希

望

は

一
九

三

二

年

竃

。
箕
器

黄

に
開

か

れ

た

國

際

海

上

保

険

協

會

疑

q
邑

8

坤
三
興

昌
p。
叶
δ
昌
巴
①

脅

ω
》
。。
雲

冨

昌
8

日
笹
昏

冒

①
の

の
會

議

に

於

て

,

》
・
。り
B
8

。。
器
屋

氏

の
主

宰

せ

る

共

同

海

損

委

員

會

に

於

て

次

の

決

議

と

な

つ

て
採

用

さ

れ

た

の

で

あ

る
。

い
o
・。
日
o
ヨ
げ
器

。・
ユ
o

一"q
巳
o
昌

ぎ
密
ヨ

簿
ユ
o
昌
巴

ユ
①
の
》
ω
留
鎚

昌
0
8

日
母
ぼ

B
8

H
伽
⊆
a
ω
o
昌

》
ω
。・
o
臼
乞
需

㈹
9

響
僧
冨
v
。り
〇
三

q
ロ
鎖
〒

冒

。
ω
レ

o
老

二
日
窪

訂

く
o
窪

ρ
飛
o
p

<
⊆
o

ら
碧
ユ
く
巽

レ

肥
口
a
{
o
民
白
一け
ゆ
号

箕
舞
5
口
。

。
旨

8

ρ
乱

8

口
8

嵩

①

一"選

葛

$
ユ
o
昌

畠
①

共
同
海
損

に
於

け

ろ
代
換

費
用

の
研
究

五
五

一

28)

29)

30)

井 上蔑,代 換 費用 の本質並 に適 用,狽 害 保瞼研究

OP.cit.,P.199・

此 の黙 に同氏 の意見 に同意 し爺 れ る。
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五
五
二

冨

雇

呪
。

図

(告
)
畠
①
ω
男
&

・
。・
傷
.《
。
時

g

免
》
口
く
自

。・
牙

一
⑩
卜。
蔭
堕
畠
窃

自
書

碧
。
冨

ω
ω
。
一。
暮

貯
一需
ω
9
弓

抽
の
自
。
。・
象
。・
冨

9

・
⊆
お

告
。

]≦
鎚

。。
・
臼
8

2

貸
㊦

国
亀

き

山
①
鴇

『
一
8

》
。。
ω
a

節
二
。
昌
ω

昌
頸
叶
δ
§

冨
。。

侮
①

8

。・

畠
窪

×

b
曙
ω

"

宕

霞

ε

巨
。・
。・
。

霊

鵡

。
暮

ω
舞

8

弓
。
凶暮

笹

冨

只

暮
凶ρ
器

。
昌

乱
鵬
器

旨

蟄

器

げ
。・

碧

嘗
8

冨

団
。。
.

(
総

會

二
参

加

セ

ル

國

際

海

上

保

瞼

聯

合

會

ノ

會

員

ハ
、

一
九

二

四

年

ノ

第

十

條

㈲

ノ
適

用

二
關

ス

ル
取

扱

上

ノ
統

一
ヲ

期

セ

ン
ガ

爲

ニ

マ
ル

セ
イ

ユ
並

ビ

ニ
和

蘭

ノ
精

算

入

ト

共

二
此

ノ

黙

二
就

テ

他

國

二
行

ハ

レ
テ

ヰ

ル
取

扱

ト

同

一
ナ

ラ

シ

ム

ル
如

ク

此

ノ

爾

國

ノ
精

算

入

協

會

ハ
行

動

ヲ

倶

ニ
セ

ン
ト

ノ

宣

誓

ヲ

全

會

一
致

表

明

ス

ル

モ
ノ

デ

ア

ル
。
)

然

し

乍

ら

再

運

途

賃

よ

り

原

蓮

賃

の

こ

れ

に
相

當

す

べ

き

部

分

を

控

除

し

、

そ

の
残

額

あ

ら

ば

之

を

代

換

費

用

と

し

て

共

同

海

鋤

損

に
容
認
す

べ
し

と
す
る
も

の
あ
れ
ど
、
斯

る
取
扱
は
船
主

に
と
り
甚
だ
酷

で
あ
り
且

つ
船
長
を
し

て
代
換
手
段

の
探
用
を
躊
躇

せ
し
む

る
原
因

と
な

る
を
以

て
吾
入

の
賛
、域
し
能
は
ざ

る
と

こ
ろ
で
あ

る
。

働

代

換

費

用

の

分

憺

問

題

に
就

て

共

同
海
損
費
用
を
節
約

せ
ん
が
爲

に
支
出
さ
れ

た
る
代
換
費
用
が
、
同

時

に
航
海
團
艦
關
係
者

の
軍
猫
海
損
た
る
費

用
を
併

せ

て
節
約

し
た

る
場
合

に
、
其

の
代
換
費

用
は
節
約

さ
れ
た

る
共

同
海
損
費
用
と
軍
猫
海

損
費

用
と
に
封
し

て
如

何

に
し

て
分
澹

せ

ら

る
べ
き
か
は
、
代
換
費

用

の
限
界
を
決
す

る
上
に
於

て
必
す
吟
味

せ
ら
る

べ
き

一
の
問
題
を
提
供
す
る
も

の
で
あ

る
。

一
九

二
四
年

の

ヨ
ー

ク
・
ア

ン
ト
ワ
蹄
プ
規
約
第
十
條

④
は
、
こ
の
事

に
關

し

て

「
鹸
分
ノ
費

用

ハ
節
約

サ

レ
タ

ル
異
常

ノ
費
用

31)F.Schaub,LesRさglesd'York

theseparis,Ig33,PP,87-一 一8.

etd'AnversIg24sur1,avariecommune,



ノ
割
合

二
鷹

シ
其

ノ
航
海

二
属

ス
ル
關
係
者

ニ
ョ
リ
員

櫓

セ
ラ
ル
ベ

シ
L

と
規
定

し
て
、
F
條

が
代
換
費
用
は
節
約

さ
れ
た

る
共

同
海
損

の
限
度
迄
共

同
海
損
費
用

と
し

て
容
認
す

る
旨
を
明
か

に
し

て
以

て
軍

に
共
同
海
損
費

用

の
節
約

の
み
に
關
し

て
規

定

せ

る

に
反
し
て
、
之

は
軍

猫
海
損

の
場
合
を

も
併

せ

て
取
扱

つ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
撫

て
蝕

に
問
題
と
な

る

の
は

「
割
合

二
慮

シ
」

(旨

嘆
o
冒
昌
幽o
口
β

胃
o
冒
〇
三

〇
諺

亀
。
8
。
旨

餅
)
と

瞥一口
ふ
意

味
は
如
何

と
言

ふ
こ
と
で
あ
る
。

鋤

d
露

畠

及
び

匡
8
げ
σq
益
げ
巽

爾
氏
は
共

の
著

に
於

て

=
9
。。。・①
7
9

氏

の
所
読
を
掲
げ
、
其

の
計
算
方
法
を

示
し
て
ゐ
る
が
、

今
蝕

に
そ
れ
を
掲
げ

て
見

る
と
次

の
通

り
で
あ

る
。

船

舶
が
輩
猫
海
損
を
蒙

つ
た
と
し
、
假
修
繕
費
四

二
〇
〇

、
そ
れ

が
爲

に
共
同
海
損

一
八
〇
〇

、
船
舶

二
四
〇
〇
、
積

荷
六
〇

鋤

○

の
節
約

が

あ

つ
た

と
す

る
。
す

る

と

四

二

〇
〇

は

弐

の
様

に
四

通

り

の
員

澹

を

考

へ
る

こ

と

が
出

來

る
。

共
同
海
損

船

舶

積

荷

合

計

第

一

法

一
八
〇
〇

一
九
〇
〇

四
八
〇

四
二
〇
〇

第

二

法

一
八
〇
〇

二
四
〇
〇

ー

四

二
〇
〇

第

三

法

一
五
七
五

二

一
〇
〇

五
二
五

四
二
〇
〇

第

四

法

】
二
〇
〇

二
四
〇
〇

六
〇
〇

四
二
〇
〇

右
表

の
中
第

一
法
は
先
づ
以

て
共

同
海
損

が
員
憺
し
淺
額
を
船
舶
積
荷

に
分
播

せ
し
め
、
第

二
法
は
積
荷
を
除
外
し
て
共
同
海

損

と
船
舶

に
先

づ
分
澹
し
、
第

三
法
は
三
者

均
等

に
分

憺
し
た
る
も

の
で
あ
り
、
第

四
法

に
於

て
は
先
づ
以

て
軍
猫
費
用

が
員
澹

し
て
其

の
淺

額
を
共
同
海
損
と
し

て
第

一
法

の
逆
を
行

つ
て
ゐ
る
。

共
同
海
損
に
於
け
ち
代
換
費
用
の
研
究

五
五
三

32)GrasseHaverei,3Aufl,Bd。II,Ig30,S.136.

33)井 上 教 授(e第'一 一',第 二 法 を 併 ぜ て 一 法 と し 三 方 法 を 掲 げ ら る 前 掲 論 丈74-

77頁 。Heck氏 に 第 三,第 四 法1:就 て 論 じ て ゐ ろoA.a.0.S.215-6.



五
五
四

撮

て
右
表

の
中
何
れ
が
代
換
費

用

の
原
則
上
要
當

で
あ

る
か
、
亦
衡
平

の
観
念

に
合
致

せ
る
も

の
な
り
や
を
見

る
に
先
立
ち
、

鋤

實
際

の
取
扱

に
就

て
述

べ
て
見

る
。
先
づ
英
國

に
て
は

国
乱
。
開

氏

の
例
示
し

て
読
明
す

る
と

こ
ろ

に
よ
る
と
、
共
同
海
損

一
五

〇
〇
膀

、
船
主
五
〇
〇
.膀

の
費
用

が
、
曳
船
料
四
〇
〇
膀

の
支
出

に
よ
り
節
約

さ
れ

た
と
す

る
と
共

の
飴
分

の
費
用

四
〇
〇
碑
は

二
千
分

ノ
千

五
百
即
ち
三
〇
〇
傍
は
共
同
海
損

に
、
二
千
分

ノ
五
百
即
ち

一
〇
〇
礫
は
船
主

の
員
澹

と
す

る
。
そ

し
て
此

の
三
〇

〇
膀

が
代
換
費

用
と
し

て
共
同

海
損

に
容
認

せ
ら
れ

る

x
も

の
で
あ
る
と
し

て
ゐ
る
。

こ
れ

に
よ

つ
て
見

る
と
英
國
慣
習

の
探
用

せ
る
方
法

は
第

三
法

で
あ
り

、
即

ち
共
同
海
損
及

び
輩
猫
海
損
聞

に
均
等

の
員
捲

を
課
す

る
が
如
く
取
扱
は

れ

て

ゐ

る

の

で

あ

る
。然

る

に
佛

蘭
西

に
於
け

る
慣
習
は

こ
れ
と
趣

き
を
異

に
す
る

が
如
く
で
あ

る
。
尤
も

切
。
島
ρ
⊆
9

氏
は

一
八
九
〇
年

の
規
約
第

鋤

十
條

ゆ

の
解
繹

に
於

て
は
英

國
同
様

の
割
合
員

捲
を
認
め

て
は
ゐ
る
け
れ
ど
、
其

の
實
際

に
於

て
は
第

三
法
を
と
ら
す

し
て
第

一

二
法

に
よ
る
も

の

x
如

く
、
い
騨
已
騨
一㈹
昌
窪
。
氏

は
、
「
共

の
佛
蘭
西

の
取
扱

に
就

て
は
、
何
等

か

の
割
合
評
債

を
爲
す

こ
と
は
決
し

て
今
迄
問
題

と
は
な

つ
て
ゐ
な

か
つ
た

の
で
あ
る
。

そ
し

て
我

が
國

の
精
算
人

は
只
異
常

の
費

用

の
額
(
曳
船
料
な
る
代
換
費
用
)

を
節
約

さ
れ
た
る
共

同
海
損
費
用

額
と
比
較

し

て
、
前
者

が
後

者
を
超
過
せ
ざ
る
限
り
前
者

の
総

べ
て
を
共

同
海
損

に
容
認
し

て

鋤

ゐ
る

の
で
あ

る
。
」

と
言

つ
て
ゐ
る
。

亦
凋
逸

に
於
て
も

d
三
島

及
び

=
。
。7
σq
裁
ぴ
窪

の
爾
氏
は

「
第
三
法

の
適

用
は
第

十
條
④

の
前
提
と
す

る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

然

し
乍
ら
此

の
方
法
を

正
確

に
適
用
す

る
こ
と
は
困
難

で
あ

る
。

さ
れ
ば
實
際

に
於

て
は

一
般

に

一
八
九

〇
年

の
規
定

に
基

く
場

34)

35)

36)

Ibid.,PP。57-8.

Bousquet,oP,cit・,PP・332-3・

Lamaignere,op,cit,,P.205.



合

に
て
も
、
第

一
法

叉
は
第

二
法
叉
は
特

に
第

二
法
を
適

用
せ
ん
と
す

る

の
で
あ

る
。

そ
れ
は
も
と
よ
り
共
同
海
損

に
於

て
節
約

さ
れ
た
る
額
を
確
定
す

る
迄
之
を
研
究
す

る
こ
と
な
く
し

て
行

は
れ

て
ゐ
る
の
で
あ

る
が
、
節

約
費

用
は
其

の
全
額
を
共

同
海

損

吻

と
し
て
賠
償

せ
ら
れ

て
ゐ
る
。
L

と
述

べ
て
ゐ
る
。

然

ら
ば
以
前

に
遡

つ
て
そ

の
何
れ

の
取
扱
法

を
安
當

と
す

べ
き

や
。
私

は
蝕
に
英

國
流

の
取
扱
を

排
し

て
佛
猫

の
實
際

に
行

は

れ

て
ゐ
る
も

の
を
渤
奨

せ
ん
と
欲
す

る
む

の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
此

の
代
換
費

用
を
輩

に
節
約

と
言

ふ
貼

に
の
み
、
重
き
を
置

い

て
見

る
な
ら
ば
、共

同
海
損
軍
猫
海
損

の
間

に
順
位
を
附
す

る
こ
と
な
く
、
均
等

に
之
を
し

て
分
憺

せ
し
む

る
こ
と
は
最

も
公
卒

で

あ
ら
う
と
思
ふ
。
然

し
乍
ら
代

換
費

用

の
支
出
は

、
も

と
く

其

の
目
的

と
す
る
と

こ
ろ
は

よ
り
多
額

の
共

同
海
損
費
用

の
節
約

に
あ
る

に
過
ぎ
な

い
。
偶

々
軍
猫
海
損

た
る
費

用

の
節
約

が
行

は
れ
た

る
の
故
を
以

て
、
こ
れ
等
を
し

て
同
等

の
分
措

に
参
加

せ

し
む

る
こ
と
は
、
そ
れ
等

の
各
利
釜

に
と

つ
て
は
幾
分
酷
な

る

の
嫌
は
な

い
で
は
な
か
ら
う
か
。
若

し
そ
れ

で
も
同
等

の
地
位

に

立

つ
て
分
憺
を
張
要
す

べ
き
と
す

る
な
ら
ば

、
各
關
係
者

に
於

て
更

に
通
常

の
経
費

の
節
約
を
も
詮
索
し

て
之

に
参
加

せ
し
む

る

こ
と
が
、
よ
り
以
上

に
公

卒

で
あ

ら
う
。
亦
若

し
斯

る
こ
と
が
行
は
れ
る

と
し
た
な
ら
ば
非
常
な
煩
雑

と
長
時
聞
を
要
す

る
こ
と

曳
な
り
時

と
し

て
は

正
確

に
行

ふ
こ
と
は
不
可
能

に
近

い
こ
と

で
あ
ら
う
。
從

つ
て
目
的
と
せ
る
と

こ
ろ
は
何
庭
迄
も
第

一
と
す

べ
き
も

の
で
あ

つ
て
、
派
生
的
結
果
を
同
列

に
引
上
ぐ

べ
き

で
は
な

い
の
で
あ

る
。
此

の
意

味

に
於

て
第

四
法
た
る
輩
濁
海

損
た

る
費

用

の
節
約

を
第

一
に
す

る
が
如
き
は
、
も
と
よ
り
何
等

の
支
持
を
受

け
得
ざ
る

こ
と
は
當
然

で
あ
り

、
代
換
費
用

の
取
扱
ぴ

と
し

て
は
最

も
不
合

理
な
も

の
と
言
は
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
。
閑
巳
。
開

氏
は

ス
ト
ッ
ク
ホ

ル
ム
會
議

に
於
け

る
F
條

の
討
論

共
同
海
損
に
於
け
ろ
代
換
費
用
の
研
究

.

五
五
五
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五
五
六

に
於

て
代

換
費

用
が
被
節
約
共

同
海

損
費
用

よ
り
少
く
な
る
と
き
は
共

の
全
額
を
共
同
海
損

と
す

べ
し

と
す
る
論

を
以

て
、
同
案

鋤

の
誤
り
た
る
解
繹
な
り

と
非
難
し

て
ゐ
る
が
、
私
は
其

の
あ
た

ら
ざ

る
を
虞

ふ
る
も

の
で
あ
る
。

一
九
二
四
年

の
規
約
第
十
條

働

の
解
繹

に
於

て
は
其

の
丈

言
よ
り
見

て
、
被
節
約
共

同
海
損
費
用

と
軍
猫
海
損
費
用

と
を
同
列

に
置

い
て
代

換
費

用
を
員
澹
す
る

が
如
く
見

ゆ
れ
ど
も
、
其

の
蝕
分

の
費
用
と
は
、
之

に
墾
す

る
私

の
意

見
が
假
令
曲
解

と
せ
ら
る

瓦
と
も
、
そ
れ
は
共

同
海
損

に

充
當
す

べ
き
費

用
を
控
除

せ
る
淺

額
を

示
め
す

も

の
と
解
繹
す
れ
ば
、
F
條
及

び
第

+
四
條

ω

の
聞

に
何
等

の
矛
盾
困
難
を
惹
起

す

る
こ
と
な
く
解
繹
す

る
問
題

で
は
な
か
ら
う
か
。
(
経
り
)

絢

本

論
は

冒
β
⊆
8

い
9
ヨ
臥
σq
鳥
器

氏

に
員

ふ
所
甚

だ
多

い
こ
と
を
附
記
し
た

い
。
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